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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

学校法人宇部学園（以下「本学園」）は、郷土の先覚者である吉田松陰の至誠に徹した生涯

に感銘を受けた二木謙吾初代理事長が、その精神「至誠」を建学の精神と定めて、昭和 20 年

財団法人宇部女子商業学校を設立し、宇部女子商業学校を運営したことから始まる。第二次

世界大戦後、新たに公布された教育基本法の下で、昭和 23 年の学制改革により、宇部女子

商業学校を宇部学園女子高等学校と改称し、宇部学園女子中学校を併置した。昭和 26 年に

財団法人宇部女子商業学校の寄附行為により、学校法人宇部学園に改組した。また、昭和 40

年に宇部女子高等学校並びに宇部女子中学校と改称し、昭和 41 年には、宇部女子高等学校

美祢分校を開校した（昭和 51 年美祢中央高等学校と改称）。このように幾多の変遷を重ねな

がらも創設時から「独立自尊」「至誠一貫」「敬愛感謝」を校訓としており、この校訓は、宇

部女子高等学校が慶進高等学校、宇部女子中学校が慶進中学校、美祢中央高等学校が成進高

等学校と改称され男女共学となった現在においても、その中核をなす「至誠」が学校の理念

として引き継がれている。 

昭和 43 年には、明治維新百年を記念して山口芸術短期大学を音楽科、生活芸術科の二学

科で開学した。その後、昭和 49 年に幼児教育科を増設した。 

平成 19 年、既設の「山口芸術短期大学」を母体として、より高度化・多様化する保育、

教育の課題に適切に対応できる保育士、幼稚園・小学校教諭の養成を目指して「山口学芸大

学」（以下「本学」）を開学した。 

 

1．建学の精神 

 

■建学の精神 「至誠」 

 吉田松陰先生の「至誠」を建学の精神とします。「至誠」とは、自らの身をなげうって、教育

に温かな愛情を注ぎ、次代の礎を築こうとする、誠をつくす精神です。 

 

初代理事長が、吉田松陰のその精神「至誠」を建学の精神と定めたことについて、｢青年の

ころ、郷土の先覚者吉田松陰先生の教育精神に感動し、生涯をその普及と高揚に努めてきた｣

と述懐している。本学における「至誠｣とは、吉田松陰がその生涯をもって体現した「自ら功

利を捨てて天下の行く末を案じ、捨て身的態度を貫く精神」のことである。 

 

2．大学の基本理念（教育理念） 

  

■教育理念 「芸術を基盤とする教育」 

 建学の精神「至誠」にもとづき、教育における芸術の役割を重視した「芸術を基盤とする教

育」を教育理念とします。 

 芸術は感動を生み、心身の能動的・有機的な活動を引き起こし、熱意や喜びをもたらします。

また豊かな感性や自己を表現する意欲、創造性などを育み、人格形成に重要な役割をもってい

ます。 
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建学の精神｢至誠｣を具現化するためには、豊かな人間性と感性が重要である。Herbert 

Read は「Education Through Art」の中で、豊かな人間性と感性を獲得するためには、芸術

的教育が根本的な役割を果たすと指摘している。幼児期から小学校期における教育の目的は、

人間としての健全な発達成長を促すため、生涯にわたる人間形成の基礎を育成することであ

ることからして、人格の基礎形成に重要な役割を担うものの一つが情操教育である。将来、

優れた教育者・保育者として豊かな情操教育を展開するために有用な手段となるのが、音楽

や造形などによる芸術教育であることから、「芸術を基盤とした教育」を本学の教育理念と

している。 

 

3．使命・目的 

  建学の精神及び教育の理念に基づき、本学の使命・目的及び教育目的を以下のとおり定

め、学則第１条に明記している。 

 

 

4．大学の個性･特色 

 

（1）「高められる専門性（EXPERTISE）」 

本学では、幼児教育から中等教育までの継続した学びの中で、めざす進路に合わせて複数

の免許・資格の取得が可能である。 

 

（2）「育まれる感性（SENSIBILITY）」 

 本学の教育理念である「芸術を基盤とする教育」を実践するカリキュラムにより「表現す

る力」の修得に努めている。本学では、多くの音楽系・美術系授業科目を設置しており、芸

術系分野の多くの専門教員の配置と、充実した施設、設備は他大学にはない特色といえる。 

 

（3）「引き出される可能性（POSSIBILITY）」 

本学は、1 学部 1 学科の小規模大学である。その特性を活かし、学生個々の目標に合わせ

たきめ細やかなサポートを実現している。チューター制度を導入し、学生と教員との心の触

れ合いを大切にした教育を重視している。 

 

 

 

 

 

 

■山口学芸大学学則（目的） 

第 1 条 山口学芸大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法の定めるとこ

ろに従い、本学の建学理念「至誠」の精神に基づき、広く知識を授けるとともに深く専門の学

芸を教授研究し、もって豊かな教養と人間性を備えた教育者の育成並びに社会の発展に寄与す

ることを目的とする。 
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Ⅱ．沿革と現況 

 

1．学校法人及び本学の沿革 

昭和 20（1945）年 財団法人宇部女子商業学校を設立し、宇部女子商業学校を運営 

昭和 23（1948）年 学制改革により宇部女子商業学校を宇部学園女子高等学校と改称、

宇部学園女子中学校を併置 

昭和 26（1951）年 寄附行為により財団法人宇部女子商業学校から学校法人宇部学園

に改組 

昭和 40（1965）年 宇部女子高等学校並びに宇部女子中学校と改称 

昭和 41（1966）年 宇部女子高等学校美祢分校開校、宇部中央自動車学校開校 

昭和 43（1968）年 山口芸術短期大学を開学（音楽科、生活芸術科） 

昭和 49（1974）年 山口芸術短期大学に幼児教育科開設 

昭和 51（1976）年 宇部女子高等学校美祢分校廃止し美祢中央高等学校開校 

平成 11（1997）年 山口芸術短期大学の幼児教育科を保育学科、音楽科を音楽学科、生

活芸術科を芸術文化学科と科名変更 

平成 14（2002）年 宇部女子高等学校を慶進高等学校と改称 

平成 14（2002）年 山口芸術短期大学音楽学科の音楽指導コースを廃止して音楽療法

コース、保育学科に幼児教育コース及び介護福祉コースを開設 

平成 15（2003）年 山口芸術短期大学専攻科（幼児教育専攻）を設置 

平成 18（2005）年 山口芸術短期大学芸術文化科をデザインアート学科と名称変更 

平成 16（2004）年 慶進中学校を中高一貫校として併設 

平成 19（2007）年 美祢中央高等学校を成進高等学校と改称 

平成 19（2007）年 山口学芸大学教育学部子ども教育学科開学 

平成 21（2009）年 山口学芸大学教育学部子ども教育学科に編入制度の導入 

平成 22（2010）年 山口芸術短期大学音楽学科とデザインアート学科を統合して芸術

表現学科を創設 

平成 23（2011）年 山口学芸大学大学院教育学研究科子ども教育専攻を開設 

平成 26（2014）年 山口学芸大学教育学部子ども教育学科に特別支援学校教諭養成課

程の導入 

平成 28（2016）年 山口学芸大学教育学部の子ども教育学科を教育学科と名称変更 

・中学校・高等学校教諭養成課程（英語）を導入 

・専攻制度（初等幼児教育、中等教育）を導入 
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2．本学の現況 

・大学名 

 山口学芸大学 

 

・所在地 

 山口県山口市小郡みらい町一丁目 7 番 1 号 

 

・学部構成 

山口学芸大学 教育学部教育学科 

山口学芸大学大学院 教育学研究科子ども教育専攻 

 

・学生数、教員数、職員数 

(1)  学生数 令和元年 5 月 1 日現在 

学部・学科 

研究科・専攻 
入学定員 収容定員 

学生数 

1 年 2 年 3 年 4 年 合計 

教育学部教育学科 70 300 87 99 77 81 344 

教育学研究科子ども教育専攻 5 10 0 1 - - 1 

 

(2)  教員数 令和元年 5 月 1 日現在 

学部・学科 教授 准教授 講師 助教 計 

教育学部教育学科 15 4 3 0 22 

  

研究科・専攻 教授 准教授 講師 助教 計 

教育学研究科子ども教育専攻 11 1 - - 12 

 

(3)  職員数 令和元年 5 月 1 日現在 

専任 非常勤 計 

5 5 10 
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3．組織図 
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評 議 員 会

　　初等幼児教育専攻
　　中等教育専攻

　　幼児教育コース
　　介護福祉コース

　　音楽専攻
　　デザインアート専攻

保健室

学生部

事務課

企画連携課
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学部・学科支援室

学生課

入試広報課

キャリア支援センター 教職支援室

保育職支援室

就職支援室

学校法人宇部学園

学長企画室

　教育学部教育学科

　大学院教育学研究科子ども教育専攻

　保育学科

事務部

教務課

　芸術表現学科

山口芸術短期大学

山口学芸大学

法人事務局

学術情報センター 図書館

情報教育支援センター

教育・保育支援センター

宇部中央自動車学校

亀山幼稚園

成進高等学校

慶進中学校

慶進高等学校
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

基準１ 使命・目的等 

基準項目 1－1 使命・目的及び教育目的の設定 

１．評価の視点 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

２．自己判定 

基準項目 1－1【使命・目的及び教育目的の設定】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

学校法人宇部学園は、「学校法人宇部学園寄附行為」において、「この法人は、私立学校法

による学校法人で、教育基本法及び学校教育法に従い、私立学校を設置することを目的とす

る。」と明記している。 

山口学芸大学（以下「本学」）は、建学の精神及び教育の理念に基づき、使命・目的及び教

育目的を具体的かつ明確に定めている。 

 

 

■教育目的 

 教育理念「芸術を基盤とする教育」にもとづき、次のような教育者・保育者の養成を目標と

します。 

・芸術を希求することによって自己の人格を高め、豊かな人間性を身につけた教育者・保育者  

・生涯発達的な視点から、乳幼児・児童生徒の生活実態や発達・学びの連続性を理解し、高度

な専門性を身につけた教育者・保育者 

・社会全体で子どもを育てていくことの重要性を踏まえ、地域の資源を活かしながら専門機

関、家庭、地域社会と連携・協働できる教育者・保育者 

・時代のニーズに柔軟に対応し、個性豊かな人材の育成や平和で文化的な社会の構築を担うこ

とのできる教育者・保育者 

 

また、山口学芸大学大学院（以下「本学大学院」）においても、その使命・目的を具体的か

つ明確に定め、学則に明記している。 

 

■山口学芸大学学則（目的） 

第 1 条 山口学芸大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法の定めるとこ

ろに従い、本学の建学理念「至誠」の精神に基づき、広く知識を授けるとともに深く専門の学

芸を教授研究し、もって豊かな教養と人間性を備えた教育者の育成並びに社会の発展に寄与す

ることを目的とする。 
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■山口学芸大学大学院学則（目的） 

第 2 条 本大学院は、建学の精神に則り、芸術を基盤とする教育の実践と学術の理論及び応用

を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる教育者としての深い学識及

び卓越した能力を培い、子ども学の発展並びに文化の進展に寄与する人物を育成することを目

的とする。 

 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の使命・目的は、「山口学芸大学学則」に簡潔に記載するとともに、教育目的とともに

「Campus Guide-学生ハンドブック-」やウェブサイトに掲載し、学生及び関係者の共通理

解を得ている。 

 

1-1-③ 個性・特色の明示  

本学は、保育者及び教育者の養成を主眼とし、建学の精神及び教育の理念に基づき、豊か

な人間性と強い使命観、優れた専門的力量を併せ持った保育者及び教育者の養成を目的とし

ている。 

「山口学芸大学大学案内 2020」及びウェブサイトにおいて、以下に挙げる「教育学科 3 つ

の特色」を柱に、本学独自の教育内容を分かりやすく示しており、これらの特色は、本学の

使命・目的及び教育目的に反映し、「Campus Guide-学生ハンドブック-」やウェブサイトに

おいて明示している。 

 

■教育学科 3 つの特色 

1．「高められる専門性（EXPERTISE）」 

本学では、幼児教育から中等教育までの継続した学びの中で、めざす進路に合わせて複数の

免許・資格の取得が可能で、教育の専門性を高めるための体制を整えている。初等幼児教育専

攻においては、保育士資格、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、中学校教諭一種

免許状（英語）、高等学校教諭一種免許状（英語）及び特別支援学校教諭一種免許状（知的障

害者・肢体不自由者・病弱者）が取得可能である。ただし、全ての資格・免許状の取得が可能

ではなく、2 年進級時のコース選択により学生が主たる専門を明確にした上で履修するように

整備している。中等教育専攻においては、小学校教諭一種免許状、中学校教諭一種免許状（英

語）、高等学校教諭一種免許状（英語）及び特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者・肢体

不自由者・病弱者）が取得可能である。いずれの専攻においても、卒業後のキャリアを念頭に

■教育目的（大学院） 

 大学院教育学研究科では、教育学部で形成した教育者・保育者としての資質を、さらに学問

的成果のもとで一層充実させ、以下の二つの資質を備えた教育者・保育者を養成することを目

的としています。 

・教育学や心理学などの高度な学問的成果に学び、真理を探究するとともに、山積する教育課

題に対応する資質 

・教育実践および芸術表現について深く分析し、高い教育実践力と芸術表現力によって教育課

題に対応する資質 
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おき、本学の目的にある子どもの成長を生涯発達的な視点から理解し、そのような教育をする

ための高度な専門性を身につけることのできる教育課程を提示している。 

2．「育まれる感性（SENSIBILITY）」 

 芸術は感性を刺激し、感動を呼び起こし、心身の能動的な活動を促す。本学の教育理念であ

る「芸術を基盤とする教育」を実践するカリキュラムにより「表現する力」の修得に努めてい

る。その力は、やがて教育・保育の現場で「伝える力」、「創造する力」となって子どもたちの

より豊かな成長を支えることに繋がる。本学では、多くの音楽系・美術系授業科目を設置して

おり、芸術系分野の多くの専門教員の配置と、充実した施設、設備は他大学にはない特色とい

える。 

3．「引き出される可能性（POSSIBILITY）」 

本学は、1 学部 1 学科の小規模大学である。その特性を活かし、学生個々の目標に合わせた

きめ細やかなサポートを実現している。チューター制度を導入し、学生と教員との心の触れ合

いを大切にした教育を重視している。 

 

1-1-④ 変化への対応 

本学は、開学時に掲げた使命・目的を具現化し遂行するため、平成 19 年に教育学部子ど

も教育学科（定員 50 人）を保育者・教育者養成の 4 年制大学として開学して以降、社会や

産業の構造的変化、18 歳人口の減少に伴う志願者の多様化や、近年の教育改革が進行する現

在においても、学科編成並びに教育課程の見直しと教育における創意工夫を行なってきた。

最も大きな変化への対応策は、従来の複数の免許を取得できる体制を整理したことである。 

保育者養成に関して、平成 23 年度、保育士資格改定に伴い、カリキュラムの変更を行な

った。その際、保育職に対する専門的知識・技能への期待の高まりを反映することに努めた。

さらに平成 24 年に「子ども・子育て関連三法」の成立に見られるように、新制度において

求められる専門的知識・技能を有した保育職のための人材育成に鑑み、平成 26 年度に本学

教育学部子ども教育学科に初等教育コース・保育教育コースの 2 コース制を導入した。他方

で、開学以来続いていた「保育音楽療育士資格」については、年々取得希望者が減少したこ

とを踏まえ、平成 28 年度入学生から廃止した。 

わが国では、現在インクルーシブ教育システムの構築に向けた様々な取り組みが加速して

おり、その社会的要請を踏まえ、本学では、平成 26 年度入学生から特別支援学校教諭一種

免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）に係る教職課程を開設した。特別支援学校教

諭一種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）の教職課程に関しては、現在は初等幼

児教育専攻のみに開講している。 

加えて、平成 28 年度に義務教育学校が新たに一条校に位置付けられたことに鑑み、中学

校教諭一種免許状（英語）及び高等学校教諭一種免許状（英語）を取得可能な教職課程を導

入すべく、初等幼児教育専攻・中等教育専攻の 2 専攻制を採用するとともに、学科名称を「子

ども教育学科」から「教育学科」に名称変更した。併せて、開学時 50 人とした学科入学定

員も平成 24 年に 60 人、平成 28 年には初等幼児教育専攻 60 人・中等教育専攻の 10 人の計

70 人とした。 

なお、平成 23 年度から、日本の教育力向上を狙った国の対策の一つであった修士の称号

を持つ教員の養成に応えるべく大学院修士課程（入学定員 5 人、小学校教諭専修免許状・幼
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稚園教諭専修免許状取得可能）を開設し、教育現場の課題に対応できる教育者・保育者を養

成している。 

本学は、時代や社会の変化の中にあっても、高等教育に対する社会からの要請に対して教

育環境及び教育方法の改善を不断に行う学内体制を確立している。 

 

４．基準項目 1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、「芸術を基盤とした教育」を理念として掲げているため、芸術系（特に音楽系）の

教員や授業を多く設定している。また、時代の変化に対応すべく特別支援教育分野や外国語

教育分野に関わる新しい科目を多数開設し、学部の教育内容は一層充実してきた。一方、取

得しようとする教職免許科目が多岐にわたるため、学生に、取得要件を明確にして修学指導

で理解をさせるよう努める。さらに、平成 29 年 4 月 1 日施行の文部科学省令学校教育法施

行規則（第 165 条の 2）改正による 3 つのポリシーの策定を踏まえ、教職課程のさらなる質

保証に取り組む。令和元年には、教職課程の再課程認定に基づいてカリキュラムが大きく変

化することから、教務委員会、教育課程委員会において協議を重ね、新しい授業科目の導入

と同時に今まで設定していた授業科目の大幅な見直しを平成 30 年から令和元年にかけて行

ってきた。特に「芸術を基盤とした教育」の理念を損なわない範囲で芸術系科目を統廃合し

スリム化している。 

変容する社会環境、教育環境、そして大学教育への社会的期待、教育的ニーズなどに対応

し、本学の個性・特色を活かして使命・目的を実現するため、今後も中長期的視野に立ち、

教育課程、教育方法、組織面の改善を計画的に進める。そのために、PDCA サイクルの実行

と、それを踏まえた年度ごとの修正を行い、その取り組みが建学の精神、使命・目的、教育

目的に照らして整合的であるかを確認していく。 

 

基準項目 1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

１．評価の視点 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

２．自己判定 

基準項目 1－2【使命・目的及び教育目的の反映】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

本学の使命・目的は、｢学校法人宇部学園寄附行為｣及び「山口学芸大学学則（以下「学則」

という。）」、「山口学芸大学大学院学則（以下「院学則」という。）」、「Campus Guide-学生ハ

ンドブック-」に明記している。｢学校法人宇部学園寄附行為｣の制定及び改訂は、理事会の議

決をもって行い、また学則及び院学則の改正は、「運営委員会」での協議を経て学長が召集す

る「教授会」及び「研究科委員会」に諮り、理事会の承認をもってなされている。学則及び

院学則の改正においては学部会議、研究科会議においても審議、検討している。 
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本学では、月 1 回定例で運営委員会、教授会、学部会議及び研究科会議を開催しており、

役員、教職員の理解と支持は十分に保たれている。 

 

1-2-② 学内外への周知 

学内・学外に対する建学の精神、大学の基本理念及び人材養成と教育研究の目的の周知方

法については、次のようにしている。 

1．学内への周知 

 学生及び教職員には、ウェブサイト又は「Campus Guide -学生ハンドブック-」を配布し

周知している。また、建学の精神、教育理念及び教育目的については、新入生とその保護者

に入学式の学長式辞で説明するとともに、入学式後の学部オリエンテーションにおいて、学

部長、学科主任から説明している。 

 教職員には、教授会や新任教職員のオリエンテーション等で折に触れ説明している。新任

教職員研修会では、学長・学科主任等より説明があり、本学の使命・目的及び教育目的を周

知している。また、学長は毎月 1 回開催する教授会において大学の使命・目的や教育目的に

ついて言及している。 

2．学外への周知 

 ウェブサイトで建学の精神、教育理念及び教育目的を紹介しているほか、年 3 回（7 月・

8 月・9 月）開催しているオープンキャンパスを活用して、参加した高校生やその保護者に

口頭説明により周知している。また、学外で行われる高校生を対象とした進路ガイダンス、

高校への出張講義等においても建学の精神や教育理念を紹介している。 

3．周知方法の工夫・見直し 

平成 30 年度末に、建学の精神を定めた初代理事長の胸像の脇に「碑文」を設置し、学内

及び学外来訪者に向け、建学の精神をより鮮明に示した。 

ウェブサイトの掲載方法について情報発信のあり方を検討するため、プロジェクトチーム

を結成し、公開内容の整理を行った。建学の精神や教育理念を反映させた３つのポリシーに

加えてアセスメント・ポリシーについて、ステークホルダーに理解してもらえるよう工夫す

るなど情報提供に努めた。 

 

1―2－③ 中長期的な計画への反映 

中長期的計画については、平成 28 年 5 月の理事会承認を経て「宇部学園経営改善計画」

が策定され、令和 2 年度までの計画が進行中である。本計画は、法人全体の計画の中に本学

の建学の精神、教育理念及び教育目的を反映して作成されており、年度ごとの計画は運営委

員会、教授会において審議し実行している。また、実施状況は、自己点検し課題等は次年度

に反映させている。 

 

1―2－④ 三つのポリシーへの反映 

本学は、学校教育法施行規則の一部改正（第 165 条の 2）に基づき、建学の精神、教育理

念及び教育目的を踏まえてディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッシ

ョン・ポリシーを策定している。カリキュラム・ポリシーに基づき、教育課程を編成し、共

用と専門的知識を兼ね備えた人材育成を行っている。本学の特色である「子ども学」や「芸
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術表現」の科目群を設置している。「子ども学」科目群は子ども理解を多角的視座から促すこ

とを企図して設置、「芸術表現」科目群は学生の芸術的素養を磨くと同時に、芸術領域におけ

る表現・技法を教育実践の場に活かすべく構成されたものである。これら科目群の設定・構

成により本学教育学部の使命・目的及び教育目的に沿った教育を実現している。 

学部及び大学院の 3 つのポリシーは、大学の使命・目的及び教育目的との一貫性の確保に

特に意を用い、見直しを継続して行っている。 

 

■山口学芸大学 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本学では、基盤的学士力を修得し、さらに、教育学部において定める資質・能力を身につけ、

かつ、所定の在学期間を満たし、基準となる単位を修得した者に対して卒業を認定し、学士（教

育学）の学位を授与します。 

1．基盤的学士力 

（1）知識理解 

教育学、心理学、芸術学など各学問分野における基本的な知識を体系的に理解し、かつ、

それを自分自身の生き方とのかかわりで理解すること。    

（2）汎用的能力 

大学で学んだことを社会生活や職業生活に応用できる力、すなわち、コミュニケーション

力、数量的思考力、情報活用力、論理的思考力、問題解決力、などの能力 

（3）態度・志向性 

社会のよき一員として行動すること、すなわち、自己管理力、チームワーク力、倫理観、

社会的責任、生涯学習力、などの能力 

（4）総合的な学習経験と創造的思考力 

新しい課題に向き合い、これまで学修した成果を活用して、課題を解決できる能力 

2．学部において定める資質・能力 

（1）芸術を通して培われる豊かな人間性 

・自らの感動を、他者に伝えることができる。 

・造形や音楽、身体表現活動において、自分らしさを発揮することができる。 

・表現活動を楽しむことができる。 

・対象となる作品や表現活動に、表現者の個性を読み取ることができる。 

・対象となる作品や表現活動に、美しさや優れた点を発見することができる。 

・対象となる作品や表現活動に、自分なりの表現アイデアを持つことができる。 

（2）人間の成長・発達・学びについての専門的知識 

・対象者の成長発達に照らし合わせてその心理状況が分かる。 

・対象者の成長発達に照らし合わせてその学習到達の程度が分かる。 

・教育や保育に関する全体的な制度の中での自分の役割が分かる。 

（3）人間の成長・発達・学びを支えるための専門的技能 

・教育・保育に関するメディア（教材や遊具、楽器など）の特性や使い方が分かる。 

・人間や社会の事象について問いを立て、自ら調べ、探究し、自分なりの結論が出せる。 

・テーマや事例について、他者と議論し、分析や考察ができる。 

・文献や資料を参考にしながら、指導のあり方を多面的に検討できる。 
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（4）教育的愛情と使命感に基づいた教育実践力 

・対象者の心情（喜び、悲しみ、辛さなど）に共感できる。 

・対象者が課題を克服しようとすることを、支援することができる。 

・対象者の心を動かすように表現方法を工夫できる。 

・対象者の個性に合わせた指導のあり方を工夫できる。 

（5）教育に求められ、グローバル社会に対応したコミュニケーション力  

・教育・保育現場において、適切なコミュニケーションをとることができる。 

・積極的に他者とのかかわり、気持ちや考えを伝え合うことができる。 

・喜びや感動を他者と共有することができる。 

  

■山口学芸大学大学院 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本大学院では、修業年限以上在籍し、所定の単位を修得するとともに、以下の資質・能力を

身につけ、修士論文審査に合格した学生に学位を授与します。 

・教育学や心理学等の高度な学問的成果に学び、真理を探究するとともに、山積する教育課題

に対応する資質・能力。 

・教育実践及び芸術表現について深く分析し、高い教育実践力と芸術表現力によって教育課題

に対応する資質・能力。 

 

■山口学芸大学 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）  

本学では、「教養科目」と「専門科目」によってカリキュラムを編成します。「教養科目」で

は、豊かな人間性と格調高い人格を有するために、「芸術文化」等の多様な科目群を設置しま

す。「専門科目」では各専攻に合わせた特色ある科目群を設置します。 

1．教育内容 

(1) 初等幼児教育専攻 

・教育者・保育者としての人間的資質と高度な専門的知識を修得する科目群（学科目） 

・子どもの成長と発達の連続性を理解し、実践を通して子どもと関わる資質を修得する科目群

（子ども学） 

・教育・保育に必要な豊かな芸術表現力、並びに芸術の素晴らしさや可能性を子どもたちに伝

える力を修得する科目群（芸術表現） 

・学問的体系に基づく専門的知識、論理的思考力と分析力を修得する科目群（ゼミナール） 

・乳幼児、児童生徒と関わる中で課題を見出し、実践する意欲と教育者・保育者としての資質

を修得するための科目群（教育実習・保育実習・実践演習） 

(2) 中等教育専攻 

・教育者としての人間的資質と高度な専門的知識を修得する科目群（学科目） 

・児童や生徒の成長と発達の連続性を理解し、実践を通して児童や生徒と関わる資質を修得す

る科目群（子ども学） 

・学問的体系に基づく専門的知識、論理的思考力と分析力を修得する科目群（ゼミナール） 

・生徒と関わる中で課題を見出し、実践する意欲と教育者としての資質を修得するための科目

群（教育実習・実践演習） 

2. 教育方法 
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  教育者・保育者としての資質の修得を促進するために、1 年次から見学実習を取り入れま

す。小規模大学のメリットをいかし、討論、プレゼンテーション・グループワーク・ロールプ

レイングなどの機会を保障します。4 年間の学びの集大成である卒業研究については、論文執

筆提出の後、卒業研究報告会での発表を義務づけます。 

3. 評価 

  各科目の評価方法は、シラバスにおいて明確に示します。筆記試験、実技試験、レポート、

課題作品、グループ活動の貢献度などの多様な方法を含めて総合的に評価をします。さらに学

生が自らの学びの過程を振り返ることができるように評価をフィードバックさせます。 

 

■山口学芸大学大学院 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 本大学院では、以下の方針により、教育課程を編成します。 

ア 高度な学問的成果に学び教育課題に対応するべく、教育学や心理学等の科目を設置する。

（教育基盤・発達に関する研究領域） 

イ 教育実践力と芸術表現力によって教育課題に対応するべく、教育実践や芸術表現に関する

科目を設置する。（教育実践・表現に関する研究領域） 

ウ 自ら進んで研究する資質・能力を修得するべく、専門研究科目を設置する。 

 

■山口学芸大学 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

本学では、次に示すような能力、適性、意欲などをもち、教育職・保育職をめざす人

を求めています。  

(1) 高校段階までの基礎的な知識、思考力、判断力、表現力、主体的に学習に取り組む

態度を備えており、さらに教育・保育に関する専門的知識を学ぶ意欲がある。  

(2) 芸術に関心をもち、感動する心や表現する意欲がある。  

(3) 自ら調べたり、意見をまとめたり、協力したりするなどの学習における基礎的技能

がある。  

(4) 愛情をもって乳幼児・児童・生徒に接し、子どもを支えることに喜びを見出せる。  

(5) 人としての常識や人権意識をそなえ、他者と積極的にコミュニケーションをとるこ

とができる。  

 

■山口学芸大学大学院 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

本大学院では、以下に示す要件を備えた人を求めています。  

(1) 教育に対する強い関心と人間に対する深い愛情を有すること。 

(2) 教育実習やボランティア活動など子どもとかかわる一定の経験を有すること。 

(3) 文献を精読し、実地調査する等、自ら研究しようとする意欲と専門的な知識を有すること。 

 

1―2－⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学は使命・目的及び教育目的を達成するため、教育学部教育学科（収容定員 300 人）の

1 学部１学科を構成し、その内訳は、初等幼児教育専攻（収容定員 260 人：定員 60 人、3 年

次編入学定員 10 人）中等教育専攻（収容定員 40 人：定員 10 人）である。加えて、収容定

員 10 人：定員 5 人の大学院教育学研究科の 1 研究科を構成している。2 専攻の学部及び 1
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専攻の大学院とも設置基準を上回る専任教員を配置し、質の高い教育を提供する体制をとっ

ている。 

本学は、開学当時から初等幼児教育専攻においては、これまで常に定員を充足している。

平成 28 年度に設置した中学校・高等学校教諭（英語）養成課程の中等教育専攻は、これま

で、収容定員を満たしていなかったが令和元年度入学において入学定員を充足した。中等教

育専攻においては、完成年度である令和元年度以降の就職実績等により取り組みの成果が明

らかとなる。また、平成 23 年度に高度の専門性が求められる教育者としての深い学識及び

卓越した能力を培うために開設した大学院（定員 5 人）は、教員採用試験合格者を毎年多数

の輩出する教育学部においては、卒業後に大学院への進学を希望する学生は多くなく、開設

以降収容定員を満たすには至っていない。 

本学の教育・研究の基盤に対する社会の期待に応え、新しい時代に相応しい教育を推進し

ていくためには、地道な研究の積み重ねが重要であり、平成 22 年から山口学芸大学研究紀

要として「山口学芸研究」を刊行し、広く社会に公表するなど、教育学部としての使命を果

たしている。 

本学は、幼稚園教諭の養成も行う大学であり、附属施設として幼稚園（亀山幼稚園）を有

している。幼稚園の規模は定員 80 人（実人員・毎年 90 人以上）、年長・年中・年少 1 クラ

スずつで、園長（教育学部長が兼任）及び専任教員 5 人で組織している。専任教員は隔年で

研究紀要を発刊するなど保育の質の向上に努めている。また、大学入学後に「子ども学」の

授業の一環として、幼児教育の現場、幼児教育に従事する者としてのあり方や実習の基本を

学ぶための実習園として、さらに、教員の調査・研究・研修の場としての役割を担っており、

附属施設として十分な機能を果たしている。 

 

４．1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、建学の精神、教育理念及び教育目的を反映させた 3 つのポリシーを制定し、時

代の変化、教育内容の変化に合わせて常に見直しを行っている。これら大学の使命・目的を

学内外に継続して周知する。シラバスにおいては、カリキュラム・ポリシーに沿った構成と

し、平成 29 年度からは新たにナンバリングを導入している。今後、学生がそれぞれの授業

について学ぶことの必要性、また必修や選択の必然性などを常に理解した上で履修計画作成

が可能となるよう、各授業がどのディプロマ・ポリシーと関連付けられているかが分かる枝

番をナンバリングに付加することを検討する。それにより大学の掲げる使命・目的及び教育

目的が個々の授業に反映されていることが周知されるよう努める。 

［基準 1 の自己評価］ 

本学は、建学の精神、教育理念及び教育目的に基づき教育研究体制を整備し、使命･目

的及び教育目的を学則に定め、これを達成するためにディプロマ・ポリシー、カリキュラ

ム・ポリシー、アドミッション・ポリシーを定め、本学生、受験生及び一般社会に対して、

ウェブサイト、大学案内、「Campus Guide-学生ハンドブック-」等を活用して学内外への

周知に努めている。このような広報活動や時代の変化への対応など一連の施策は教職員の

理解の下、理事会の決定により実行している。教育課程、教育研究組織の構成及び３つの

ポリシーについては、社会や教育ニーズの変化に対応できるよう常に見直しを行ってい

る。 
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以上のことから基準１を満たしていると評価する。 
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基準２ 学生 

基準項目 2－1 学生の受入れ 

１．評価の視点 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

２．自己判定 

基準項目 2－1【学生の受入れ】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

本学は、教育目的を踏まえた上で、学部、大学院のアドミッション・ポリシーを策定し、

さまざまな機会に周知している。 

 本学の学びの領域とそれに基づいた受け入れ方針が受験生、保護者、高校教員及び地域社

会に明確に伝わるよう、次のようなアドミッション・ポリシーを公開している。 

 

■山口学芸大学 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

本学では、次に示すような能力、適性、意欲などをもち、教育職・保育職をめざす人

を求めています。  

(1) 高校段階までの基礎的な知識、思考力、判断力、表現力、主体的に学習に取り組む

態度を備えており、さらに教育・保育に関する専門的知識を学ぶ意欲がある。  

(2) 芸術に関心をもち、感動する心や表現する意欲がある。  

(3) 自ら調べたり、意見をまとめたり、協力したりするなどの学習における基礎的技能

がある。  

(4) 愛情をもって乳幼児・児童・生徒に接し、子どもを支えることに喜びを見出せる。 

(5) 人としての常識や人権意識をそなえ、他者と積極的にコミュニケーションをとるこ

とができる。  

 

■山口学芸大学大学院 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

本大学院では、以下に示す要件を備えた人を求めています。  

(1) 教育に対する強い関心と人間に対する深い愛情を有すること。 

(2) 教育実習やボランティア活動など子どもとかかわる一定の経験を有すること。 

(3) 文献を精読し、実地調査する等、自ら研究しようとする意欲と専門的な知識を有するこ

と。 

  

このアドミッション・ポリシーは、学生募集要項に明記し、ウェブサイトでも公開してい

る。また、大学案内にも建学の精紳とともに明記しているが、より高校生に分かりやすいよ

うに“こんな学生を待っています”という表現で伝えている。また、アドミッション・ポリシ

ーの周知については、オープンキャンパス、大学見学会、入試説明会、高校訪問、受験情報

誌への資料提供、各種進学相談会への参加等、さまざまな機会を利用して、確実かつ効果的

な広報に努めている。 
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以上のとおり、本学ではアドミッション・ポリシーを明確に定め、これに基づき、確かな

志向性、学習に対する意欲、個性豊かで多様な背景を持った学生の受け入れを行っている。 

  

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

1．本学の入試制度 

  教育学部教育学科では、学生を受け入れるにあたり、アドミッション･ポリシーに従い、

5 つの入試区分を設定し、入試区分別に出願要件や試験科目等を定め、公正に入学者を選抜

している。選抜においては、「山口学芸大学入学者選抜に関する規程」に基づき、受験者に

関するすべての資料を基礎とし、総合成績の上位者から、学長が教授会の意見を聴いて合

格者を決定することとしている。 

 入試問題は、アドミッション・ポリシーに則り、本学の教員が作成し、校正・点検等は教

員と入試委員で分担している。 

(1)  推薦入試 

① 姉妹校推薦入試 

学校法人宇部学園が設置する姉妹校（慶進高等学校、成進高等学校）からの学校長の推薦

を重視し、調査書と面接により審査する。出願には現役であることのほかに評定平均値の条

件及び欠席日数の制限があり、出願人数にも上限を設けている。 

② 指定校推薦入試 

指定校の学校長からの推薦を重視し、調査書と面接により審査する。出願には現役である

ことのほかに評定平均値の条件と欠席日数の制限がある。指定校は、本学への入学実績や、

各高校の偏差値などを参考にして山口県内を中心に、福岡県、長崎県の高等学校を本学が指

定している。 

③ 公募制推薦入試 

志望学科に対しての能力・適性を有し、評定平均値 3.4 以上の現役生で在籍学校長の推薦

を受けた者に対して専攻ごとに異なる試験を実施する。初等幼児教育専攻は、論作文、造形

実技又は音楽実技、調査書、面接の総合点で、中等教育専攻は、論作文、英作文、調査書、

面接の総合点で審査する。 

(2)  一般入試（1 期・2 期・3 期） 

本学の特性である教育職・保育職をめざすにふさわしい基礎学力を判定する試験である。

初等幼児教育専攻は、国語、英語、音楽実技より 2 科目を選択し、中等教育専攻は国語、英

語の 2 科目を必須としている。また、両専攻ともに面接を実施し、出願書類と合わせ総合的

に審査する。 

(3)  センター試験併用入試（前期・中期・後期） 

本学の特性である教育職・保育職をめざすにふさわしい基礎学力を判定する試験である。

初等幼児教育専攻、中等教育専攻共に大学入試センター試験の受験科目のうち、国語と英語

を必須とし、それ以外の高得点 1 科目を選択とする。さらに面接を実施し、出願書類と合わ

せ総合的に審査する。  

(4)  社会人入試 

受験年度の 4 月 1 日現在 22 歳以上で、社会経験などを有し、勉学意欲や大学教育にふさ

わしい能力を有する者を対象とする試験である。初等幼児教育専攻は、小論文、音楽実技、
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面接、中等教育専攻は、小論文、英語スピーチ、面接の得点と出願書類を総合的に審査する。 

(5)  編入学入試（3 年次編入） 

所定の基準を満たす者に対して、初等幼児教育専攻の 3 年次への編入を希望する者に対す

る試験を実施する。試験は小論文と面接、出願書類を総合的に審査する。 

 

2．大学院の入試制度 

教育学研究科子ども教育専攻では、次の 2 つの入試区分を設定し、公正に入学者を選抜し

ている。 

(1)  一般入試（1 期・2 期） 

所定の基準を満たす者に対して、英語、面接（口述）試験、出願書類を総合的に審査する。 

(2) 社会人入試（1 期・2 期） 

所定の基準を満たす者に対して、英語又は小論文、面接（口述）試験、出願書類を総合的

に審査する。 

このように、学部においては 5 つの入試区分、大学院は 2 つの入試区分を設定し、公正か

つ妥当な選抜方法により、アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れている。 

 

3．入試制度の周知 

入試制度については、学部、大学院ごとに学生募集要項及びウェブサイトで告知している

ほか、さまざまな方法で周知に努めている。主なものは、次のとおりである。 

(1)  入試説明会 

県内の高等学校及び県外の指定校の教員に対し、毎年 6 月初旬に本学を会場に「入試説明

会（併設短期大学と合同開催）」を開催している。前年度入試からの変更点や入試のポイント

を説明するとともに、本学のアドミッション・ポリシーの説明、学びの特色や教員採用試験

の結果等も併せて報告している。また、施設見学や在学生（高校教員と卒業生）との交流の

時間も設け、本学への理解を深めてもらう機会と位置づけている。 

(2)  高校訪問 

高校訪問については、年度初めに年間計画を立て、入試広報課のスタッフと教員により実

施している。訪問時には、大学の説明、入試情報の提供、在学生の近況報告等を行い、一方

的な情報伝達に終わらないよう工夫するとともに、高等学校側の意見や要望を聴取できるよ

うな訪問をめざしている。 

(3)  オープンキャンパス 

オープンキャンパスのプログラムの一つに「学科・入試説明」を設けることで、高校生や

保護者に直接、詳細な情報を提供している。また、個別ブースの設置や参加者からのアンケ

ートを基に実施内容の検討に活用している。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持  

入学者数については、表 2-1-1 に示すとおり入学定員を充足している。 

 

 

表 2-1-1 入学者数の推移 （平成 27 年度～令和元年度） 
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区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

志 願 者 数 255 人 234 人 196 人 318 人 289 人 

受 験 者 数 254 人 230 人 193 人 315 人 284 人 

合 格 者 数 131 人 148 人 145 人 168 人 153 人 

入 学 者 数 72 人 81 人 78 人 99 人 87 人 

入 学 定 員 60 人 70 人 70 人 70 人 70 人 

定員充足率 120％ 116％ 111％ 141％ 124％ 

  

また、本学教育学部教育学科の志願者の約 70％が山口県内という状況から、今後、確実に

減少していく県内の 18 歳人口を視野に入れつつ、志願者エリアを県外に拡大する等の方策

を立て、効果的な学生募集を行うことも課題となる。 

 本学大学院教育学研究科については、平成 23 年度の設置当初より入学定員を 5 人として

いるが、定員を充足していない。学部卒業者のみを対象とせず、社会人に向けて門戸をさら

に開くなど学生募集の見直し検討を要する。 

 

1．オープンキャンパス及び入試対策講座 

本学では例年、年 3 回の定例のオープンキャンパスを実施している。高校生や保護者に、

より本学の取り組み、実績、魅力を伝えることを目的にプログラムについては毎年工夫を重

ねている。とりわけ希望の多い模擬授業については「学び体験」として毎回異なるテーマを

実施し、施設紹介を兼ねたキャンパスツアーや個別相談も行っている。 

 また、オープンキャンパス参加者には毎回アンケートを実施し、集計結果を教職員間で共

有し、入試広報委員会においてプログラムの改善に努めている。 

本学のオープンキャンパスの参加者は、年間約 160～200 人で推移しているが、その内の

高校 3 年生については、約 30～40％が推薦入試を受験している。しかしながら、一般入試

やセンター試験併用入試の受験者はオープンキャンパスに参加することなく受験すること

も多いことから、平成 29 年度から「一般入試対策講座＆個別相談会」を実施している。 

 

2．大学見学会 

ここ数年、毎年 7、8 校程度の高等学校から依頼を受け、大学見学会を実施している。プ

ログラムは大学説明、体験授業、施設見学等を高等学校の要望に応じ、組み立てている。 

また、姉妹校の一つである慶進高等学校については、年に 2 回、夏と冬に 1、2 年を対象

に「学び体験」を実施している。こちらは 1 コマ 90 分の授業を 2 コマ自由に選択し受講す

るもので、高大接続教育のきっかけ作りとして位置づけている。 

 

3．進学説明会及び出張講義 

本学のアドミッション・ポリシー、学びの特色、入試の概要等を周知するために、高等学

校及び業者主催の進学説明会（ガイダンス）に年間約 55～60 会場に参加している。また、

出張講義の要望に応じて、年間約 15～20 校の高等学校に講師を派遣し、講義を行っている。 

 

４．2－１の改善・向上方策（将来計画） 

本学教育学部教育学科の入学者数は、開学以来、毎年定員を充足しているが、18 歳人口の
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減少、教員採用試験の難化が避けられない状況の中、今後も安定的に学生数を維持し、多

様な学生の入学を促すよう、本学ならではの教育内容（教育課程、教育環境、施設設備、

人的環境等）の整備・改善を図りながら、大学案内やウェブサイトの内容を充実させ、最

新情報の効果的な発信に努める。また、令和３年度入学者選抜に係る基本方針や、大学入

学共通テストの活用及び「英語資格・検定試験」の利用について本学の対応を公表すると

ともに詳細については検討を続ける。 

本学大学院教育学研究科においては、定員充足に向けた取組みとして、学校現場等での

課題を抱えた社会人の学び直しも視野に入れ、より高度な研究機関として夜間や土日開講

等、運用方法を検討することも必要である。 

 

基準項目 2－2 学修支援 

１．評価の視点 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

２．自己判定 

基準項目 2－2【学修支援】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

1．教職協働による学修支援体制 

(1)  学修支援に関する方針 

本学では、以下の方針の下、教職協働により学修支援を実施する。 

■学修支援に関する方針 

・学生一人ひとりがその能力を発揮できる学修支援体制を整備し、教員と職員が相互連携し

て学修相談・指導を実施する。 

・成績不振の学生や欠席が多い学生については、教員と職員が相互連携して具体的な対応を

講じる。 

・学内外の奨学金制度を活用して、安定した学生生活を支援する。 

(2)  教職協働体制 

本学の学修支援体制は、事務局においては学生部教務課、学生課が中心となり、学部では

学科内の専攻ごとに教務担当教員、学生生活支援担当教員を置いている。さらには事務局担

当教職員と学部学科担当教員で構成する教務委員会、学生生活支援委員会等で事案を協議し、

必要に応じて、学部会議、教授会、運営委員会等にも諮るなど、全学的な支援体制の下で実

施している。 

(3)  学部・学科支援室の設置による日常的な支援体制 

年々充実する教育課程の一方で、学生が把握しなければならない情報量の増加、制限事項

の複雑化、時間的な制約など、多くの課題に悩む学生が増加している。このため、平成 26 年

度に教務課内に学部・学科支援室を設け、2 人の学部・学科支援室員が、日常的に学部学科

教務担当教員と連携し、支援室長や他の教務課員とともに個別相談に丁寧に応じ、履修指導

や多様な手続き等の支援を行っている。 
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2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

1．Campus Guide-学生ハンドブック-の全学配布 

 全ての学生に対して、学修支援や生活支援、進路支援等を解説する「Campus Guide-学生

ハンドブック-」を毎年度作成し、入学時に配布している。 

 

2．履修指導及び支援 

(1) カリキュラムマップの配布 

教育学部初等幼児教育専攻は、2 年進級時にコース制をとっている。また、他専攻履修を

含め、複数の教員免許や資格取得が可能であり、めざす進路に向けて学生が希望する免許の

組み合わせや授業選択は多様である。これらのことから学生一人ひとりの履修計画は複雑な

ものであることから、本学カリキュラムへの理解を深め、適切な履修計画の手助けとなるよ

う「カリキュラムマップ」を作成し、入学後の新入生セミナーで配布している。 

(2) 履修申告確認表の配布 

 本学では、上記「カリキュラムマップ」を活用して入学時に 4 年間の履修計画を立てるよ

う指導しており、その履修計画に沿って適切かつ確実に履修登録ができるよう「履修申告確

認表」を配布している。学生は、履修登録確認表により期ごとに成績表と照らし合わせて単

位の修得状況を確認しており、履修登録の誤りを防止している。 

(3) 卒業要件や免許取得要件に関する修得単位確認表の配布 

 本学では、卒業要件並びに各自が取得予定の免許・資格ごとの要件に関する単位の修得状

況を確認できるよう「卒業に関わる履修計画及び修得単位確認表」及び「免許に関わる修得

単位確認表」を配布し、入学から卒業までの全体の履修状況の把握並びに要件不足の防止に

配慮している。 

 

3．チューター制度 

本学では、チューターを置いており、3 年次までは学部教員が各学年 10 人程度を担当し、

4 年次はゼミナール科目の担当者がその任に当たる。チューターは、担当する学生の履修計

画や学修活動などの相談に応じて、身近な立場から助言・指導を行う。また、履修カルテの

定期的な確認や助言、成績不振学生に対する面談も担当する。 

チューター制度は、入学直後から卒業時に至るまでの学修活動を支える個別サポート制度

として機能しており、学修支援にとどまらず、学生生活支援やキャリア支援など、学生部、

事務部と連携して行っており、退学率が少なく卒業率が高いなどの重要な役割を果たしてい

る。 

 

4．オフィスアワー制度 

本学では、全学的にオフィスアワーを実施している。専任教員は週 1 回以上、非常勤講師

は授業の前後を設定し、学修や生活等に係わる相談・指導に活用している。学生は、オフィ

スアワーの時間と場所を学内掲示及び当該研究室前で確認できるよう周知している。 

 

 

5．障がいのある学生への配慮 
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 本学では心理学や特別支援教育担当等の教員で構成された学生相談室を置き、専門的な支

援体制を整備している。必要に応じて学部や学科、チューター、保護者と連携をとっている。 

 

6．修学困難な学生に対する学修支援 

(1) 早期対応 

進路変更、経済的事情や修学意欲の変化等、修学継続に関わる課題については、問題の早

期発見・早期対策が重要であり、教職協働で支援している。具体的には、「欠席状況調査」や

GPA(Grade Point Average)を用いて、成績不振の学生や欠席が多い学生の発見に努め、こ

れらの情報により学部学科教員及び学部・学科支援室の職員が参加する学部会議において情

報共有を行い、必要に応じてチューターを中心に、関係部門との協働により指導・支援を実

施している。 

(2) 保護者との連携 

入学時には、保護者対象オリエンテーションを開催し、本学の教育方針等について説明す

るとともに、様々な面での支援を依頼している。毎年 6 月末には、進路説明・相談会を開催

し、併せて 3 者面談を実施している。また、学期ごとに保護者に対して成績を送付しており、

学生の修学状況や成績等について保護者と情報共有することにより、協力して具体的な学修

支援ができる体制をとっている。 

(3) 本学独自の奨学金 

本学では、利用可能な奨学金についてウェブサイトで周知するとともに学生課において

様々な奨学金制度の個別相談に応じている。また、本学独自の制度として、特待生奨学金制

度と県外生特別奨学金制度を設けている。 

(4) 修学困難となった学生に対する支援 

 休学・退学を申し出る学生及び留年が決定した学生に対しては、チューターを中心に学生

との面談を実施し、必要に応じて保護者との面談も行う。 

過去 5 ヵ年において、本学は、退学率及び休学率ともに 1％以内となっている。全国の中

途退学率 2.65％、休学率 2.3％（平成 25 年度文科省調査）と比較しても低い水準を維持し

ており、前述の学修支援に関する方針に基づいた支援の成果が表れている。中途退学の理由

としては、「就学意欲の低下」、「他の教育機関への入学・転学・編入学の進路変更」が最も多

くなっており、休学の理由としては、「海外留学」が最も多くなっている。 

 

表 2-2-1 過去 5 ヵ年の休学者数・退学者数・率の推移  

区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

学 生 数 281 人 297 人 306 人 327 人 344 人 

休学者数 1 人 2 人 0 人 1 人 0 人 

休 学 率 0.4％ 0.7％ 0.0％ 0.3％ 0.0％ 

退学者数 2 人 0 人 3 人 2 人 5 人 

退 学 率 0.7％ 0.0％ 1.0％ 0.6％ 1.5％ 

※学生数は、各年度の 5 月 1 日時点    

※休学者数は、休学開始年度で計算    

※退学者数には、除籍者を含む      
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7．必要に応じた補充教育の充実 

本学では、学生の多様化等に対応し、教育課程外の補充教育として、「算数演習」や「理科

演習」、「教職演習」等を実施している。 

 

４．2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、小規模大学ならではのきめ細かい学修支援を実施し、教育成果を上げてきた。し

かし、今後は、より能動的・対話的な授業や、多様化する学生ニーズに対応する学修支援に

取り組む必要がある。 

本学では、学生との連携による教育の質の向上や学生の教育・キャリアアップを目的とし

た TA（Teaching Assistant）制度を試行的に運用してきた。これまでは一部の授業科目での

活用に限られているが、今後は、TA 制度の趣旨を学内で共有し、学部からの要望を把握し

て、組織的に制度を整えていく。 

 

基準項目 2－3 キャリア支援 

１．評価の視点 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

２．自己判定 

基準項目 2－3【キャリア支援】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

1．組織と支援体制 

本学では、学生の多様なキャリア形成を図り、就職活動を支援する組織として、学生部に

キャリア支援センターを置き、その下に、一般就職を含む全般的な就職に関する支援・指導

を行う「就職支援室」、教職支援・指導を担当する「教職支援室」及び保育職支援・指導を担

当する「保育職支援室」を設置し、就職・進学に関する相談・助言体制を整えている。就職

支援室長は、キャリア支援センター長が兼務し、キャリアコンサルタントを含む事務職員３

人と協力して職業指導、就職斡旋及び就職先の開拓などの就職支援を行っている。教職支援

室は、学部教員の室長以下４人の教員で構成し、小学校や特別支援学校の教職支援を行って

いる。保育職支援室長は副キャリア支援センター長が兼務し、専任の事務職員１人と学部の

保育職専門就職支援教員とともに、幼稚園、保育所、認定こども園、福祉施設などへの就職

を支援している。また、本学大学院への進学を希望する者については、学科主任による説明

会を実施している。このように専門性に応じた就職支援、進学支援の体制を基盤に、各室が

連携を図りながら効果的な助言を行い支援している。 

また、学生のキャリア形成及び就職活動支援の基本方針、事業計画等に関する事項を検討

する組織として、キャリア支援委員会を設置している。キャリア支援センター長が委員長と

なり学部、学科、学生部及び事務部からの委員で構成し、学生のキャリア教育・キャリア支

援、就職指導に関する事項について審議している。また、キャリア支援委員会が編集を担当

し、「就職ガイドブック」を毎年度作成し、全学生に配布している。本学学生にとって直接役

立つことを前提に、オリジナルな内容を構成し、１年生から全員に配布することで早い段階

からの就職への動機付けを行っている。また、4 年生までの各オリエンテーションで、就職
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におけるガイダンスを行い就職への意識付けを行っている。さらに、委員会での協議内容を

教授会、運営委員会にて報告し、情報を全学で共有している。このような取り組みにより、

学生の就職状況を大学全体で把握しており、教育指導上の課題等が発見された場合には、学

部会議等でその都度情報を共有し、対応策を協議した上で適切に対処している。 

 

2．支援の取組み 

(1)  教育課程内でのキャリア支援 

 本学は、教育学部教育学科の 1 学部 1 学科によって構成されている。その教育課程は、使

命・目的に基づいて、高い資質能力を備えた教育者・保育者の養成を目指して設定している。

教育課程内に「キャリア」という名称そのものを取り入れた科目は設置していないものの、

社会的・職業的自立に向けて必要な基礎となる能力や態度を伸長・進化するように各科目を

設けている。修業年限 4 年の教育課程においてとりわけ教育者・保育者としてのキャリア意

識の啓発とコミュニケーション能力、課題発見・解決能力、論理的思考力等の伸長、並びに

自らの将来について考える機会の提供に努めている。 

(2)  教育課程外での取組み 

① 就職支援室 

一般就職については就職支援室が担当し、学生ごとに個別カルテを作成し、情報の一元管

理を図るとともに継続的な支援を行っている。就職に当たっては、保護者の意見も大きな影

響力を持つことから、3 年生の進路説明・相談会での三者面談等を利用して保護者の意見も

聞きながら就職支援を進めている。 

就職支援室においては、段階を追った計画的な支援を行うため、「自己分析」、「職業適性検

査」などを基に丁寧なカウンセリングを行い希望職種を絞り込み、企業説明会や企業訪問等

でマッチングを重視した支援に努めている。 

また、小規模大学の特性を生かして面談による直接指導を基本としながらも、「Campus 

Guide-学生ハンドブック-」には就職に関する相談先のメールアドレスを記載し、メールに

よる相談にも応じる体制を整えている。 

就職支援室は、就職に関する資料室としての機能も持たせており、職業に関する各種参考

図書、就職試験問題集、ビジネスマナーや文書作成等の参考書、職業観や勤労観養成の参考

図書など、様々な書籍を配架し貸し出しも行っている。また、求人票や企業案内パンフレッ

トだけでなく、過年度卒業生の「受験報告書」も自由に閲覧できるようにしている。また、

支援室の入り口の掲示と室内のレイアウトを見直し、できるだけ入りやすい雰囲気になるよ

う工夫した。 

② 教職支援室 

 教職を目指す学生を対象に、補充教育として 3 年次後期及び 4 年次前期に「教職演習」を

開講している。将来の進路を見据えた上で、充実した専門領域の指導ができるよう、複数の

教員がそれぞれの専門的な知識とキャリアを活かした講義を行い、学生のキャリア形成に関

する意識付けを図っている。 

 平成 24 年 8 月の中教審答申において、学び続ける教員像や教員養成の取り組みについて

の提言を受け、山口県教育委員会は、教員を志望する大学 1、2 年生を対象とした「教員を

めざす学生の学校体験制度」を立ち上げた。本学では、教員という職業の魅力を実感し、教
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育に対する意欲の向上を図ることをめざして、希望学生には、積極的に参加するよう勧めて

いる。また、平成 26 年度からは、3 年生を対象に選抜試験を実施し、大学で身につけた専門

知識の具現化を図り、実践的指導力を養うための特別講義や学校現場で演習を行う「教師力

向上プログラム」への参加を開始した。さらに、新規学卒採用予定者となった学生は、教職

への適応力を高めるとともに、教員に求められる実践的な指導力を培うことができるように

するため、「採用前教職インターンシップ」にも参加している。 

 表 2-3-1 は、これらの制度への過去 5 年間の参加状況である。 

 

表 2-3-1 山口県教育委員会主催プログラムへの参加状況 

区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

学 校 体 験 制 度 53 人 57 人 40 人 34 人 56 人 

教師力向上 

プログラム 

応募者 20 人 20 人 19 人 21 人 20 人 

合格者 9 人 10 人 10 人 7 人 12 人 

採用前教職インターンシップ 23 人 20 人 19 人 25 人 27 人 

  

こうした取組みにより教員採用試験の結果は、年々向上している。 

③ 保育職支援室 

 保育職を目指す学生に対しては、「保育職就職支援計画」に基づき、学生の主体的な取り組

みを促すことを念頭に置き、高い見識と専門的知識を身につけるための支援を行なっている。

具体的には、3 年生の 11 月より保育職担当教職員が授業枠を設け、その中で就職ガイダン

スを行う。そして、保育に関する課題についてのレポートや発表を通して自己を理解するこ

とで、就職活動に確固とした目的意識を持って臨めるよう促している。また、公立・私立保

育職など志望別に試験対策プログラムを組み立て実施している。学内外の模擬試験を年 4 回

以上設け、試験後にその結果を踏まえ、個別に指導している。また、採用試験合格者による、

「先輩の話を聴く会」を実施し、4 年生が後輩に向けて、試験対策や試験内容、心構えなど

の講話の後に、希望者には個別にアドバイスが受けられる時間を設けている。 

さらに、3 年生の段階で保護者対象の進路説明・相談会を実施し、保育職の現状や、試験

対策についてのガイダンスを行っている。全体での説明後、二者及び三者面談をとおして、

就職に対しての相談や悩みに対応することで保護者の理解を求め、保護者との連携を保ちな

がら就職活動を進めていく体制を整えている。 

 (3)大学全体としての取組み 

① オリエンテーション 

前期・後期の開始と終わりの各学年のオリエンテーションで、キャリア教育担当教員より、

学年、進路（教職、保育職、一般職、進学等）別にそれぞれの進路に即した内容のキャリア

支援ガイダンスを実施し、進路形成の意識付けを行っている。 

② マナー講座 

どのような仕事を選ぶにしても、早い段階から社会人としてのマナーを学び、日常生活の

中で習慣化することが大切であることから、1 年生全員を対象に外部講師によるマナー講座

を実施している。講師は、教諭資格を持つ元アナウンサーで、巧みな話術と学生の求めに合

致する内容により、実施後のアンケートからも大きな成果を上げていることがわかる。 
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③ 大学間連携による支援体制の整備・運営 

「知（地）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」が、山口大学を基幹校として

採択され、本学も事業協働機関として連携協定を締結した。事業計画に基づき学生に参加を

呼びかけるとともに、参加企業の概要をまとめた冊子を希望者に配布した。教職を希望する

学生にとっても、県内企業について情報を得ておくことは、教員として児童生徒の指導にあ

たる時に役立つと考えられることから、企業への就職希望の有無に関わらず参加を呼びかけ

た。また、夏季休業を利用した課題解決型インターンシップ（PBI）への参加を促した。 

④ 企業訪問・開拓及び情報の収集・活用 

一般就職を担当する就職支援室では、6 月を企業との連携強化月間と定めて新卒者の就職

先企業を訪問し、卒業生を激励するとともに企業側の意見や要望を聴取している。併せてア

ンケート調査も実施し、結果を教授会・運営委員会で報告して大学のキャリア支援やキャリ

ア教育の改善に活かすよう努めている。 

教職に就いた卒業生に対しては、大学で指導に当たっていた教員が 5 月中旬から 7 月上旬

にかけて赴任先の学校を訪問し、管理職から着任後の近況の聴き取りを行っている。卒業生

本人にも面談し、仕事のことのみならず生活全般についても聴き取りを行っている。適宜ア

ドバイスを行い、初任時の不安を和らげるとともに、フォローアップに努めている。また、

管理職や本人から聴き取った内容は学部で共有し、授業等に反映させながら指導の改善に生

かしている。 

保育職支援については、教育実習と保育実習の訪問指導に合わせて、園長や主任教員から、

新卒や既卒の卒業生の様子を聴くことにしている。また、状況に応じて新卒や既卒の卒業生

に、激励の言葉を掛けたり、卒業生から情報を聴き取ったりしている。卒業生には卒業後も

大学に連絡がとれるよう、卒業時に連絡先として同窓会のメールアドレスを提示している。 

 

3．進路決定状況(就職実績) 

 過去 5 年間の進路決定状況は、表 2-3-2 のとおりである。 

表 2-3-2 進路決定状況  

区   分 
平成 27

年度 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元

年度 
主な就職・進学先 

教育職志望者数 31 人 39 人 43 人 49 人 46 人 
公立小学校、中学

校、特別支援学校 
 教育職就職者数 30 人 37 人 43 人 49 人 45 人 

就職率 96.7％ 94.9％ 100％ 100％ 97.8％ 

保育職志望者数 21 人 25 人 20 人 20 人 19 人 公・私立幼稚園・保

育所・認定こども

園、施設 

 保育職就職者数 21 人 25 人 20 人 20 人 19 人 

就職率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

一般職志望者数 10 人 3 人 10 人 6 人 11 人 公務員、一般事務、

金融、製造、サービ

ス業 

 就職決定者数 10 人 3 人 10 人 6 人 11 人 

就職率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

進学 2 人 2 人 2 人 1 人 4 人 大学院、専門学校等 

 

 保育職及び一般職希望者については、全員が就職している。教職希望者についても、年々
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現役学生の教員採用試験合格率が高まっており、不採用になった者も臨時採用教員として職

に就き、本学で受験指導を受け、採用試験に向けて準備を続けている。 

 

４．2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

全学的に系統的なキャリア支援体制を再構築するため、平成 30 年度に「進路支援センタ

ー」を「キャリア支援センター」に組織改編し、組織構成や担当業務の見直しを図った。当

該センターに、就職支援室、教職支援室及び保育職支援室を、また、全学的な運用を審議す

るために「キャリア支援委員会」を設置した。本組織をベースに機能を充実させ、支援体制

を強化する。 

本学は、教員や保育士の養成学部であることから、基本的には必要な教員免許・資格を取

得し、それを生かした就職につなげるよう支援している。一方で学修の過程や実習等をとお

して一般職を希望する者も出てくるため、キャリア支援センターと学部とが連携を強化し、

支援の充実を図る。 

また、学生が手元に常置し、いつでも活用できることを目的に毎年作成配布している、本

学の「就職ガイドブック」の内容を一層充実させ、特色あるキャリア支援を進める。 

さらに、学修成果を就職活動に生かすため、成績や取得資格について情報収集に努め、キ

ャリアカウンセリングに生かしていく。 

 

基準項目 2－4 学生サービス 

１．評価の視点 

2-4-① 学生生活の安定のたの支援 

２．自己判定 

基準項目 2－4【学生サービス】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

1．支援体制 

 本学では、学生サービス、厚生補導等を統括する組織として学生部に学生課を置いている。

学生課は、教員及び事務職員をもって組織し、その業務は、学生生活全般にわたる支援活動

や現状分析のほか、学生会及び課外活動の指導助言や奨学金に関する業務を行う。学生部内

に学生個人票を備え、学生支援に役立てている。また、学生支援活動を組織的に実施するた

めに、本学と併設短期大学の教員及び事務職員で構成される「学生生活支援委員会」を置き、

年間 5〜6 回の会議を開催し、学生の生活環境を向上することを目的として支援を行ってい

る。 

 また、2-2-②に記載のチューター制度は、教員が各学年 10 人程度の学生を担当し、学生の

最も身近な支援・相談窓口として日常的にきめ細かく学生に対応している。教員間、組織間

での連携・対応が必要な場合は、個人情報保護の範囲内において、学生生活支援委員会や学

部会議等で情報を共有し、組織的に学生生活安定のための支援を図っており、チューター制

度は、学生生活の支援において重要な役割を担っている。 

 また、近年多様化しているハラスメント等の予防を強化するため、「山口学芸大学及び山

口芸術短期大学ハラスメントの防止等に関する規則」及び「山口学芸大学・山口芸術短期大
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学ハラスメント防止ガイドライン」を設け適切に対応している。また、ハラスメント等に関

わる相談窓口として、本学教員、併設短期大学教員及び職員による相談員を置き、学内に氏

名及びメールアドレスを公表している。規則に基づいて、併設短期大学と合同で「山口学芸

大学及び山口芸術短期大学ハラスメント防止対策委員会」を置き、ハラスメントの防止と対

策について審議している。 

 

2．支援状況 

(1)  心身の健康に関する支援 

① 保健室 

 学生の健康管理については、保健室に看護師を常駐させ、更に学生課教員が保健室長、副

室長として支援する体制を整えている。入学式後のオリエンテーションでは、看護師が保健

室の業務内容や健康安全に関する資料に加え、大学近隣の医療機関の紹介資料も配布し、説

明する時間を設けている。また、感染症罹患歴・予防接種状況等に関する自己申告書を提出

するよう指導し、保健室で管理している。毎年 4 月上旬には、学生全員の健康診断を実施し

ている。検査を必要とする学生に対しては、個別に対応し、別途検査結果を保健室に提出す

るように指導している。 

 保健室では、学生からの健康相談に加え、健康安全に関する知識や理解を深めることを目

的として、年 4 回の「保健室だより」と、インフルエンザ等季節における流行疾患の注意喚

起を促す資料等を発行し、ウェブサイトや学内の掲示板にて周知している。また、本学では

メンタル面についても保健室で体調管理の面と併せて指導を求める学生が多いため、対応し

た看護師、学生課、学部担当教員が連携し、相談内容によっては臨床心理士の指導も加えて

対応できる体制を整えるとともに、保健室は学生の心身の健康支援上重要な位置付けをなし

ている。 

 

表 2-4-1 保健室利用状況  

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用者総計 27 人 77 人 232 人 249 人 259 人 

内 科 的 13 人 34 人 107 人 119 人 99 人 

外 科 的 12 人 28 人 98 人 78 人 87 人 

メンタル 1 人 1 人 1 人 2 人 1 人 

そ の 他 1 人 13 人 25 人 49 人 71 人 

休   養 0 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

 

 

② 学生相談室 

 心理的・精神的な悩みや問題を抱える学生の支援は、学生相談室が中心となってその任務

を担っている。令和元年度は、本学及び併設短期大学の専任教員 4 人（うち臨床心理士資格

保持者 1 人、臨床発達心理士資格保持者 1 人）を配置している。 

 学生相談室の開室時間は、週 4 日（1 日 2 時間）である。過去 5 年間の利用者は、表 2-4-

2 のとおりである。 
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表 2-4-2 相談室利用状況 

 

  

(2) 経済的支援  

本学では、学生への経済的支援として、次に掲げる独自の奨学金制度を定めている。 

① 特待生奨学金制度 

 学業成績、人物共に優れ、学習意欲が旺盛で他の学生の模範となるような学生を支援・奨

励するために奨学金を支給するもので、成績や修学状況などに基づいて年度ごとに見直しを

行い継続の可否を決定している。 

② 県外生特別奨学金制度（平成 30 年度までは遠隔地特別奨学金） 

 本学に入学を希望する山口県外の学生への支援を目的とし、学業成績、人物共に優れ、他

の学生の模範となるような学生を支援、奨励することを目的として支給する。 

③ 予約制特別奨学金制度 

 本学卒業後のキャリアパスの充実と、学生の能力開発（キャリアアップ）の機会を提供す

るため、本学大学院への進学を推奨することを目的として、本学卒業見込みの者の中から在

学時の成績優秀で進学後の学習意欲や志が明確な者に対して、奨学金を給付する。 

 各種奨学金の給付状況は、表 2-4-3、表 2-4-4 のとおりである。 

 

表 2-4-3 公的奨学金給付状況    

区   分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

日本学生支援機構 103 人 108 人 101 人 95 人 101 人 

山口県ひとづくり財団 26 人 20 人 23 人 27 人 21 人 

その他の奨学金 3 人 2 人 1 人 3 人 1 人 

合    計 132 人 130 人 125 人 125 人 123 人 

 

表 2-4-4 本学独自の奨学金給付状況  

区   分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

特待生奨学金 16 人 13 人 12 人 13 人 11 人 

県外生特別奨学金 － － － － 9 人 

遠隔地特別奨学金 33 人 39 人 51 人 42 人 28 人 

予約制特別奨学金 － － － 0 人 1 人 

合    計 49 人 52 人 63 人 55 人 49 人 

 また、毎年度、奨学金等の概要をまとめた「奨学金サポート・ナビ」を作成し、奨学金を

必要とする学生やその保護者に対して、オープンキャンパスや入学後のオリエンテーション

を利用して周知している。 

さらに、令和 2 年度からの「高等教育の修学支援新制度」に関する機関要件の確認を受け、

支援対象者の受入れ体制を整備した。 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

24 人 13 人 8 人 9 人 35 人 
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(3)  学生の課外活動への支援 

 本学では、学生の課外活動として、主に学生会活動とクラブ活動がある。学生会は、学生

総会、総務会、学生会役員会、クラブ委員会、クラス委員会、大学祭実行委員会を置き、学

生相互の連帯性を高め、学生生活の向上を図ることを目的としている。特に、学生会役員会

は、その目的を達成するための中心的な組織である。また、その人選については、「学生会選

挙規程」に基づき「学生会選挙管理委員会」を設置し、毎年度候補者による選挙演説を実施

した上で、学生の投票により決定している。クラブ活動団体には、必ず本学教員が顧問とな

ることとしており、各クラブは顧問の指導の下、自主的・自律的な活動を展開している。 

① 経済的支援 

 学生会活動には毎年学生会活動費予算に加え、教育振興会からの予算（クラブ助成金、大

学祭助成金）が配分されており、それらの予算を原資として、各クラブの必要物品の購入や、

大学祭のメインイベントの運営等を行っている。また、令和元年度からは、クラブに所属してい

る学生全員を、学生会費を財源として「スポーツ安全保険」に加入させ、学生部学生課において加

入状況を管理することなどを通して学生が安全で活発なクラブ活動を実施できる体制を整備してい

る。 

 また、学生会役員会の新旧役員の交流・業務引き継ぎを目的とした 1 泊 2 日の「ピア・リ

ーダーズ・セミナー」では本学が宿泊費や研修費等の費用の半額を補助し、学生をサポート

する教職員を派遣している。 

② 施設に関する支援 

 学生会には学生会室、クラブにもクラブ室を設けている。また、体育館をはじめとして各

教室も開放しており、所定の手続きをすることで全施設を 20:30 まで利用でき、また、土日・

祝日・長期休業中の利用も大学行事に支障のない限り利用できるようになっている。さらに

手続きをすることなく平日・土日・長期休業中に、自由に利用できるスペースを 2 か所用意

している。 

危機管理の観点から学内に平日の夜間及び土日・祝日の 24 時間対応として常駐の警備員

を置き、緊急時に備えている。 

 

４．2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

令和 2 年度からの「高等教育の修学支援制度」に関する対応を着実に行うとともに、「大

学独自の奨学金制度」等の整備を行い、学生への適切な情報提供を行う。 

また、平成 28 年度からの中・高等学校教諭養成課程（英語）の設置に伴い、海外渡航者

学生が増加している。学生部学生課において、海外渡航届の提出を求め、窓口にて海外渡

航時の注意点等を指導しているが、今後より一層の支援体制を構築するため、他部署や学

部学科教員との情報共有・連携体制を強化する。  

さらに、休学・退学やその他の相談等に適切に対応するため、学生相談室、保健室及び

チューター等の連携を強化する。 

 

 

 

基準項目 2－5 学修環境の整備 
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１．評価の視点 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

２．自己判定 

基準項目 2－5【学修環境の整備】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

本学のキャンパスは、交通の要衝となる地にありながら、落ち着いて教育・研究に取り

組むことができる環境にある。 

本学の校地・校舎及び施設は、併設短期大学と共有し、使用している。校地面積は、表

2-5-1のとおり27,876㎡あり、大学設置基準面積を上回っている。 

 

表2-5-1 校地面積（令和元年度）  

校舎・体育施設敷地 屋外運動施設 合   計 

24,257.6㎡ 3,619.0㎡ 27,876.6㎡ 

 

■山口学芸大学（大学設置基準 第37条） 

大学における校地の面積は収容定員上の学生一人当たり十平方メートル 

収容定員【290人】 290人×10㎡＝2,900.0㎡ 

 

■山口芸術短期大学（短期大学設置基準 第30条） 

短期大学における校地の面積は学生定員上の学生一人当たり十平方メートル 

学生定員【380人】 380人×10㎡＝3,800.0㎡ 

 

表2-5-2のとおり、校舎面積15,799.9㎡のうち、山口学芸大学専用部分は1,937.8㎡、併設

短期大学との共用部分が11,831.1㎡、併設短期大学の専用部分が2,031.0㎡となっており、

大学設置基準面積を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-5-2 校舎面積（令和元年度）  
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平成30年度 専用 共用 共有する他の学校等の専用 

合  計 
校舎名（体育施設除く） 大学 大学院・短大 短大専用 

ＲＣ造 Ａ棟1期 623.2㎡ 1,998.8㎡ 393.3㎡ 3,015.3㎡ 

ＲＣ造 Ａ棟2期 256.5㎡ 2,792.6㎡ 150.3㎡ 3,199.4㎡ 

ＲＣ造 Ｂ棟 299.2㎡ 2,322.2㎡ － 2,621.4㎡ 

ＲＣ造 Ｌ棟1 － － 378.1㎡ 378.1㎡ 

ＲＣ造 Ｌ棟2 － － 307.0㎡ 307.0㎡ 

Ｓ造 渡り廊下 － 36.1㎡ － 36.1㎡ 

Ｓ造 陶芸窯 － － 85.5㎡ 85.5㎡ 

ＲＣ造 Ｃ棟 － 1,758.7㎡ 27.5㎡ 1,786.2㎡ 

ＲＣ造 Ｍ棟 648.8㎡ － 120.0㎡ 768.8㎡ 

ＲＣ造 Ｍ棟倉庫 － 15.4㎡ － 15.4㎡ 

ＲＣ造 Ｇ棟 － 433.8㎡ 355.2㎡ 789.0㎡ 

ＲＣ造 Ｆ棟 110.1㎡ 1,012.9㎡ － 1,123.0㎡ 

ＲＣ造 Ｉ棟 － 1,460.6㎡ － 1,460.6㎡ 

Ｓ造 立体工房 － － 214.1㎡ 214.1㎡ 

合   計 1,937.8㎡ 11,831.1㎡ 2,031.0㎡ 15,799.9㎡ 

 

■山口学芸大学（大学設置基準 第37条の2、別表第3、イ） 

【教育学・保育学関係】 

収容定員400人までの場合の基準校舎面積（㎡） 

（収容定員－200）×661÷200＋2,644 

収容定員【290人】 （290－200）×661÷200＋2,644＝2,941.5㎡ 

 

■山口芸術短期大学（短期大学設置基準 第31条、別表第2、イ及びロ） 

【教育学・保育学関係】 

収容定員250人までの場合の基準校舎面積（㎡）・・・2,600㎡ 

【美術関係】 

収容定員200人までの加算校舎面積（㎡）・・・・・・1,650㎡ 

収容定員（保育学科）【240人】  （芸術表現学科）【140人】 

2,600㎡＋1,650㎡＝4,250.0㎡ 

 

これらの施設は、授業での利用はもちろんのこと、授業の妨げにならない範囲で、学生

の課外活動や各種行事等において有効に活用されている。現在、新しい教育・学修方法へ

の対応として、A棟(学生ホール・学習室2室)にホワイトボード・壁掛けプロジェクタを備

えたアクティブ・ラーニング用のスペースを設け、授業及び学修活動・各行事に活用して

いる。さらに、平成28年度から講義室、学生ホール、学習室の一部及び改修した図書館の

エリアにWi-Fiを導入した。 

 

表2-5-3 学内Wi-Fi設置箇所一覧 
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Ａ棟 学生ホール Ａ205 Ａ302 Ａ305 Ａ400 

Ｉ棟 2F（図書館） 3F（図書館） － － － 

 

また、施設全体の維持、管理に関する業務は、定期点検に加え、事務課職員が可能な範囲

で随時対応している。また、快適な学修環境維持のため、清掃業務に関しては専門業者に委

託し実施している。情報関係施設設備の運営・整備、電気設備などの修理や保守点検、植木

等の維持管理はその都度専門業者と連携を取り合いながら設備の維持・管理に努めている。 

施設の火災・地震対策、防犯対策については、「危機管理基本マニュアル」を作成し、学

生・教職員に周知している。また、緊急避難経路を各所に掲示及び緊急連絡網も作成し、不

慮の事態に備えている。避難訓練や講習会も教職員、学生の参加の下で定期的に実施してい

る。消防設備については、消火器の配置表を作成し、使用期限切れを防止するとともに専門

業者に委託して定期的に点検している。防犯対策については、学内に警備員を配置及び I 棟

図書館に防犯カメラを設置し、不審者の対策を行っている。また、夜間の防犯対策及び傷害

防止のために夜間照明を定期点検し、整備している。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

演習室には、情報処理教室、音楽室、図工室、模擬教室、理科室など特別教室も含んでお

り、保育士資格、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、中学校教諭一種免許状（英

語）、高等学校教諭一種免許状（英語）及び特別支援学校教諭一種免許状（知・肢・病）など

を得させる課程に必要な施設上の基準も満たしている。このほか、ピアノの授業及び自習の

ため、C 棟、L 棟、M 棟にレッスン室及び練習室を計 68 室設置している。 

 

表 2-5-4 ピアノレッスン室・ピアノ練習室数 

区分 レッスン室 練習室 

Ｃ棟 6（練習も可能） － 

Ｌ棟 30 11 

Ｍ棟 19 2 

合計 55 13 

 

1．情報処理教室 

情報教育支援センター管轄の情報処理教室としてA棟3階に2室（学生用PC89台、教員用

PC2台）を整備しており、「教育情報処理演習」の授業などで活用されている。その他にも

A棟2・3階には自習室があり、合計18台のPCを設置して自由な利用に供している。これらの

PCを用いて、コンピュータに関する基礎知識、Office系ソフト（Excel・Word・PowerPoint）

などの操作方法、コンピュータ使用上のモラルやセキュリティ、Webを使用しての情報検索

方法などを修得させている。なお、学生用のPCは、電源を落とすと初期状態に復元されるよ

うに設定しているので、学生は常に同じ状態で授業が開始できる。 

 

 

2．実習施設 
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平成 28 年 3 月に新校舎 A 棟が完成し、教員養成の大学として欠かせない模擬教室を設け

た。模擬教室には黒板や生徒机等を配置し、小学校・中学校等の教室をイメージした作りと

なっているほか、最新の壁掛け式プロジェクタ・Wi-Fi 等を完備し、ICT 教育の模擬授業に

も対応可能となっている。 

 

3．図書館 

図書館は、平成30年10月に改修工事を終え、旧図書館の資料と機能を全て移転した。改修

工事により新図書館の占有延床面積は約3倍となり、閲覧・学習スペースを大幅に拡張した。

図書閲覧エリアとは別に閉架書庫を整備し、図書収納のスペースを確保している。 

主体的な学びと創造の空間として「アクティブ・ラーニングコーナー」や「グループ学習

室」を設置し、Wi-Fiも導入している。平成20年度から図書検索システムを導入し、館内外か

らインターネットを介して所蔵を検索できるようにしている。平成29年には、バージョン8

に更新を行い、検索結果に書影を反映できるようにした。また、新着図書コーナー、雑誌・

新聞コーナー、就職・資格試験等のコーナー、DVD等の視聴が可能なAVブースなどを整備し充

実を図っている。 

現在の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数、座席数、入館者数、貸出人数及び貸出冊数は、次の

とおりである。 

 

表 2-5-5 蔵書数等  

区 分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

蔵 書 数 54,869 冊 57,349 冊 59,084 冊 

学 術 雑 誌 数 92 種 92 種 92 種 

Ａ Ｖ 資 料 数 1,895 点 2,006 点 2,024 点 

座 席 数 52 席 108 席 108 席 

 

表 2-5-6 入館者数等  

区 分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

入 館 者 数 12,727 人 14,207 人 17,319 人 

貸 出 人 数 1,919 人 1,724 人 2,044 人 

貸 出 冊 数 4,310 冊 4,159 冊 5,146 冊 

 

購入図書の選定については、図書館による選定のほか、専門分野の担当教員からの推薦図

書や各部署の職員や学生による購入希望も受け付けるなど配慮しながら、学術情報センター

委員会図書館部会で承認のうえ決定し、購入手続きを行っている。図書の廃棄については、

「山口学芸大学及び山口芸術短期大学図書館における図書館資料の除籍等に関する内規」を

定め、除籍図書資料の決定基準により毎年廃棄リストを作成し、学術情報センター委員会図

書館部会で承認のうえ決定し、台帳からの除籍及び会計処理を行っている。 

学生の図書館利用を促進するため、入学時のオリエンテーションにおいて、図書館の利用

方法やマナーについてのガイダンスを実施したり、図書館カウンターにて図書館利用案内プ

リントを配布している。また、月間リクエスト制度の導入や、時宜に応じた特集コーナー、
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新刊コーナーの設置をするなど、学生の利用に供している。また、平成29年度から、山口市

立図書館との相互返却連携事業に参加し、令和元年度は291冊の利用があった。 

 さらに、平成20年度から国立情報学研究所NACSIS‐CAT/ILLに参加しており、他の図書

館との相互利用活動（令和元年度ILL利用実績）は文献複写依頼が13件、現物貸借依頼が10

件、文献複写受付が30件、現物貸借受付が5件の利用実績があった。 

  

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

身障者に対応したバリアフリー化については、表 2-5-7 のとおり建物の１階に入るため

に A 棟・B 棟・I 棟・体育館にスロープを設置している他、A 棟・B 棟については主要な入

口を自動ドアとし、A 棟・B 棟・Ｉ棟についてはエレベーターを設置し、利便性を向上さ

せている。さらに、Ｂ棟の竣工（平成 29 年 3 月）により、新校舎と既存校舎がフラットに

接続され、動線が確保された。身障者用トイレについては、バリアフリーに対応した多目

的トイレとして A 棟 1 階と I 棟 1 階の 2 か所に設置している。 

 

表2-5-7 バリアフリー施設一覧    

Ａ 棟 

自動ドア 2 か所 

エレベーター 1 か所 

身障者用トイレ 1 か所 

スロープ 1 か所 

Ｂ 棟 

自動ドア 3 か所 

エレベーター 1 か所 

スロープ 1 か所 

Ｉ 棟 

身障者用トイレ 1 か所 

スロープ 1 か所 

エレベーター 1 か所 

体育館 スロープ 1 か所 

 

さらに、学生及び教職員の心身の健康管理・援助のための保健室と学生相談室が隣り合い、

学内の中心に配置し（B館1階）、緊急時にも対応出来るよう緊急車両の出入りにも配慮した

場所に位置している。  

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

本学は 1 学年の定員が 70 人の小規模大学であり、クラスサイズは比較的小さい。受講者

数 30 人までの科目が半数近くあり、対面的、双方向的な授業を実践できている。とりわけ、

本学の特色である芸術表現の分野（音楽や美術）の演習科目や、アクティブ・ラーニングで

行われる英語コミュニケーション、教員免許や保育士資格にかかる指導法については小編成

クラスに分け、きめ細かな教育を行っている。入学予定者数、在籍者数及び学生の履修登録

状況等に基づき、各授業における適切なクラスサイズについて教務委員会で検討のうえ、教

育効果が十分得られるような時間割編成を行っており、授業の学生数は、適正に管理されて

いるといえる。 
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４．2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

施設の耐震化については「宇部学園施設耐震化計画」に基づき、年次的に施設の耐震化

対応を進め、9 割以上の耐震化が完了した。令和 2 年度には、未耐震の施設の解体工事を

予定している。 

省エネルギーへの取り組みとして、教職員・学生が一丸となった意識啓発をさらに推し

進める必要がある。 

教育目的の達成のため、情報処理教室を適切に整備している。今後は、ICT を活用した

教育研究活動のさらなる活性化を図るため、教育支援システム（修学支援）等の整備を計

画的に実施する。 

 

基準項目 2－6 学生の意見・要望への対応 

１．評価の視点 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

２．自己判定 

基準項目 2－6【学生の意見・要望への対応】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修支援に関する意見・要望の把握として、本学では年 2 回、授業に関するアンケートを

実施している。アンケートは、教育内容・方法、学習指導の視点から教育改善に反映できる

調査となることを目的に実施している。平成 29 年度からは、アンケートを行う授業科目を

前期と後期で半分ずつに分けて、授業の妨げにならない範囲で教育目的の達成が点検評価で

きる調査とした。 

授業に関するアンケートの結果については、実施した科目の担当者にフィードバックし、

授業改善報告書の提出を求めている。 

 また、FD・SD 委員会主催で、2 月に学生参加の FD 研修会「学生と考える大学授業のあり

方」（学生 FD）を実施し、授業や学生生活について教職員と学生が直接意見交換をすること

のできる機会を設けている。そこで得られた学生の意見や要望をまとめ、会議体で教職員に

周知することで、学修支援の体制改善のための判断材料の 1 つとしている。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・

要望の把握・分析と検討結果の活用  

本学では、学生生活支援委員会が企画・立案して、毎年「学生生活に関するアンケート」

を実施し、学生生活全般に関する学生の意見の汲み上げを行っている。平成 30 年度には、

多様化する学生の生活実態について正しく把握し、今後の教育や学生サービスの向上に役立

てるために、学生生活支援委員会を中心に調査項目の見直しを行った。 

アンケート調査の集計結果は、教授会、運営委員会で報告することで全学に周知し、各委
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員会や担当部署で検証し、その対応・改善に努めている。 

 

1．心身に関する健康相談等について 

 学生相談室、保健室については、「学生生活に関するアンケート」で高い評価を受けてお

り、学生が気軽に訪れることができ、かつ適切な助言ができる環境作りに努めている。 

 

2．経済的支援について 

 学生の経済状況等については、学生生活支援委員会において、奨学金の貸与状況を把握す

るとともに、「学生生活に関するアンケート」で学生の現状を把握するよう努めている。 

 

3．福利厚生について 

平成 28 年度後期には、「学生生活に関するアンケート」の結果を基に、学生食堂の改善に

焦点を当て「学生食堂に関するアンケート」を実施し、意見をまとめ、学生の要望に応える

べく業者の再選定を行い、平成 29 年度後期にリニューアルオープンを果たした。また、図

書館の改修・移転に合わせてＣ棟を改修し、学生が自由に使用できるスペースを設置した。    

さらに、平成 25 年度に業者が撤退して以降不在となっていた売店についても、学生アン

ケートを基に再度検討を行い、令和元年 10 月に設置した。 

 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

「学生生活に関するアンケート」に、施設の満足度に関する設問を設け、それに対する学

生の意見を基に、環境の整備に努めている。平成 30 年度からは、アンケートの調査項目の

見直しに伴い、施設に関する設問を一部変更するなど、学修環境に関する意見の把握に努め

ている。（表 2-6-1、表 2-6-2）。 

 

表 2-6-1 学生生活に関するアンケート キャンパス（施設）全体の満足度 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 

２ 年 3.79 3.78 

４ 年 3.64 4.24 

全 体 3.72 3.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-6-2 学生生活に関するアンケート キャンパス（施設）ごとの利用度 

区分 平成 30 年度 令和元年度 
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本学は、小規模な大学の特性を生かし、学生の意見を直接聴く機会を大切にしている。平 

成 30 年度の図書館移転に伴い、図書館委員会が企画・立案して「図書館に関するアンケー 

ト」を全学に実施し、アンケート結果を新図書館の構想に反映した。また、学生の意見をも 

とに、令和元年度 10 月には、学内に売店を設置した。 

 

４．2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学では、学生の意見・要望を把握するため、各担当部署が定期的にアンケートを実施す

るなど、意見を汲み上げる体制を整えている。また、その結果を基に学生生活支援委員会で

分析・検討を行い、学内の会議に諮り、結果の活用に努めている。引き続き、各部署の連携

により、学生生活の安定を図り、組織的な学修支援に取り組む。 

  

［基準 2 の自己評価］ 

学生の受け入れに当たっては教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーを策定・公

表している。アドミッション・ポリシーに基づいて入学者選抜を実施している。大学院に

おいては、定員充足がなされていないものの大学が安定しており教育は十分に行われてい

る。入試については複数の入試区分を設け、多様な能力や個性を持った学生を入学させる

よう努めている。 

学修環境については履修指導等をチューター中心に教職員も協力して行い、オフィスア

ワーの活用等やTA制度の導入に向けた取り組みも行い、学修支援体制を組織的に行って

いる。 

社会的、職業的自立のためのキャリア形成は専任の職員を配置して支援体制を整えてい

る。キャリア支援センターにおいては、就職支援室、教職支援室及び保育職支援室に別れ

ているが、学生の志望の実現に向け、工夫した個別指導を行っている。 

学生生活の安定に向けた支援について、組織的な支援体制をとっている。支援方法とし

て、心身の健康に対する支援及び経済的支援に力を注いでいる。 

学修環境については新校舎となり快適な学修環境を整備しているが、今後は既存施設の

学年 2 年 4 年 全体 2 年 4 年 全体 

教室 4.1 5.1 4.5 8.2 8.1 8.2 

図書館 18.8 13.9 18.8 17.9 18.2 18.0 

クラブ室 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

学食 12.4 34.2 22.2 20.9 5.1 14.2 

学生ホール 45.4 21.5 34.7 34.3 24.2 30.0 

コンピュータ室 6.2 3.8 5.1 6.0 9.1 7.3 

実習室・演習室・自習室 2.1 7.6 4.5 2.2 10.1 5.6 

校庭（中庭等） 1.0 0.0 0.6 0.0 4.0 1.7 

保健室・学生相談室 2.1 0.0 1.1 0.0 1.0 0.4 

売店 - - - 6.7 5.1 6.0 

その他 4.1 13.9 8.5 3.7 15.2 8.6 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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耐震化や新図書館などへの新しい教育に対応した学修環境や情報環境の整備を進めてい

く。環境の安全管理面でも対策を講じている。 

学生の意見･要望については｢授業に関するアンケート｣、｢学生生活に関するアンケー

ト｣などのアンケートやヒアリングで学生の要望やニーズを把握している。学生生活支援

委員会において分析･検討を行い結果の活用に努め学生生活が充実するよう配慮してい

る。このように、意見を汲み上げ、組織的に検討・反映する体制を整えている。 

以上のことから基準２を満たしていると評価する。 
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基準３ 教育課程 

基準項目 3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

１．評価の視点 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了

認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

２．自己判定 

基準項目 3－1【単位認定、卒業認定、修了認定】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

1．教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定 

 本学及び本学大学院は、教育目的を踏まえて、ディプロマ・ポリシーを以下のとおり策定

し、公表している。 

 

■山口学芸大学 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本学では、基盤的学士力を修得し、さらに、教育学部において定める資質・能力を身につけ、

かつ、所定の在学期間を満たし、基準となる単位を修得した者に対して卒業を認定し、学士（教

育学）の学位を授与します。 

1．基盤的学士力 

(1) 知識理解 

教育学、心理学、芸術学など各学問分野における基本的な知識を体系的に理解し、かつ、

それを自分自身の生き方とのかかわりで理解すること。    

(2) 汎用的能力 

大学で学んだことを社会生活や職業生活に応用できる力、すなわち、コミュニケーション

力、数量的思考力、情報活用力、論理的思考力、問題解決力、などの能力 

(3) 態度・志向性 

社会のよき一員として行動すること、すなわち、自己管理力、チームワーク力、倫理観、

社会的責任、生涯学習力、などの能力 

(4) 総合的な学習経験と創造的思考力 

新しい課題に向き合い、これまで学修した成果を活用して、課題を解決できる能力 

2．教育学部において定める資質・能力 

（1）芸術を通して培われる豊かな人間性 

・自らの感動を、他者に伝えることができる。 

・造形や音楽、身体表現活動において、自分らしさを発揮することができる。 

・表現活動を楽しむことができる。 

・対象となる作品や表現活動に、表現者の個性を読み取ることができる。 

・対象となる作品や表現活動に、美しさや優れた点を発見することができる。 

・対象となる作品や表現活動に、自分なりの表現アイデアを持つことができる。 

（2）人間の成長・発達・学びについての専門的知識 
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・対象者の成長発達に照らし合わせてその心理状況が分かる。 

・対象者の成長発達に照らし合わせてその学修到達の程度が分かる。 

・教育や保育に関する全体的な制度の中での自分の役割が分かる。 

（3）人間の成長・発達・学びを支えるための専門的技能 

・教育・保育に関するメディア（教材や遊具、楽器など）の特性や使い方が分かる。 

・人間や社会の事象について問いを立て、自ら調べ、探究し、自分なりの結論が出せる。 

・テーマや事例について、他者と議論し、分析や志向ができる。 

・文献や資料を参考にしながら、指導のあり方を多面的に検討できる。 

（4）教育的愛情と使命感に基づいた教育実践力 

・対象者の心理（喜び、悲しみ、辛さなど）に共感できる。 

・対象者が課題を克服しようとすることを、支援することができる。 

・対象者の心を動かすように表現方法を工夫できる。 

・対象者の個性に合わせた指導のあり方を工夫できる。 

（5）教育に求められ、グローバル社会に対応したコミュニケーション力  

・教育・保育現場において、適切なコミュニケーションをとることができる。 

・積極的に他者との関わり、気持ちや考えを伝え合うことができる。 

・喜びや感動を他者と共有することができる。 

 

■山口学芸大学大学院 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本大学院では、修業年限以上在籍し、所定の単位を修得するとともに、以下の資質・能力を

身につけ、修士論文審査に合格した学生に学位を授与します。 

ア 教育学や心理学等の高度な学問的成果に学び、真理を探究するとともに、山積する教育課

題に対応する資質・能力。 

イ 教育実践及び芸術表現について深く分析し、高い教育実践力と芸術表現力によって教育課

題に対応する資質・能力。 

 

2．ディプロマ・ポリシーの周知 

本学では、ディプロマ・ポリシーを、学生に向けては Campus Guide-学生ハンドブック-

などの冊子媒体に、分かりやすく具体的な言葉で掲載し、周知するとともに、ウェブサイト

でも明示している。新入生に対しては、入学式で学長から説明し、新入生オリエンテーショ

ンでも、学部長や学科主任、教務担当教員等が、教育理念やディプロマ・ポリシー、カリキ

ュラム・ポリシーについて、丁寧に説明している。 

本学大学院においても、全学生に配布している Campus Guide-学生ハンドブック-（大学

院）に明記するとともに、ウェブサイト上にも公表し、社会人等への周知も図っている。 

以上のとおり、本学のディプロマ・ポリシーは、建学の精神、教育理念及び教育目的を反

映し、学長を中心に、教職員の共通理解の下に学生や地域に周知しているといえる。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認

定基準等の策定と周知 

本学ではディプロマ・ポリシーに基づき教育課程を展開している。学生は、カリキュラム
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マップや授業科目のナンバリングによって、4 年間の履修プログラムを確認し、自らの卒業

に必要な授業科目と卒業単位数を思料して、履修計画を作成する。 

 

1．単位認定基準、成績評価基準の策定と周知 

本学では、「学則第 10 章教育課程及び履修方法等」及び「院学則第 6 章教育課程」におい

て、単位認定基準及び成績評価基準を明確に規定し、Campus Guide-学生ハンドブック-の

＜教育課程・卒業要件＞を用いて学生に周知している。 

 

■山口学芸大学学則（単位の認定） 

第 34 条 履修した授業科目の単位の認定は、試験若しくは平素の学修を評価して行う。  

 

■山口学芸大学学則（成績の評価） 

第 35 条 試験等の成績評価は、S（100～90 点）、A（89～80 点）、B（79～70 点）、C（69～

60 点）、及び D(60 点未満)をもって表し、S，A，B 及び C を合格とし、D を不合格とする。 

 

各授業科目の評価方法や評価基準については、シラバスに具体的に示している。シラバス

には、他にも、ディプロマ・ポリシーと授業の関連や授業計画をはじめ、予習・復習の具体

的内容の指示や、フィードバックの方法、授業担当者からのメッセージ等を示している。特

に評価方法については、筆記試験、実技試験、レポート、課題作品、グループ活動の貢献度

などの多様な方法を示し、各方法の評価割合も示している。令和元年度は、シラバスにおけ

る「時間外の学習について」の欄に、予習、復習の内容に加えて、事前事後の学修時間の目

安のアドバイスも入れ、併せて、授業時間外の学修時間に関する調査も改善して、学生が 1

単位の学修時間を主体的かつ実質的に確保するように努めた。 

全授業科目のシラバスは、「講義概要」として、入学時に全学生に配布されるが、その記載

事項や活用については、「講義概要」の前段に「シラバスの見方」、「教育課程ナンバリング・

システムについて」として明示し、新入生オリエンテーションや学年ごとのオリエンテーシ

ョンで、教務担当教員や関係授業担当教員から詳細な説明を行っている。定期試験の受験資

格や受験上の注意、不正行為についても、学生への周知している。 

   

2．進級基準の策定と周知 

本学では進級基準を定め Campus Guide-学生ハンドブック-に掲載している。この要件に

ついては、オリエンテーション等で学生に十分周知しており、下記のとおり、過去５年間の

進級者の推移をみても、進級ができない学生はほとんどいない。 

 

■進級要件 

2 年次から 3 年次への進級には、原則として入学してからの取得単位数が 62 単位以上必要で

す。 

 

表 3-1-1 過去 5 年間の進級者数の推移 

学科・専攻 入学年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

教育学科 対象者数 71 人 71 人 73 人 71 人 90 人 
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初等幼児教育専

攻 

進級者数 70 人 71 人 73 人 71 人 90 人 

進級率 99％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

教育学科 

中等教育専攻 

対象者数 － － 7 人 4 人 8 人 

進級者数 － － 7 人 3 人 8 人 

進級率 － － 100％ 75％ 100％ 

 

3．卒業認定基準、修了認定基準の策定と周知 

卒業認定基準については、大学設置基準第 32 条の規定に基づき、「山口学芸大学学則第 11

章卒業及び学位」及び「山口学芸大学履修方法に関する規程第 7 条」において、また、修了

認定基準については、大学院設置基準第 16 条の規定に基づき、「山口学芸大学大学院学則第

7 章課程修了の要件及び学位」に規定し、Campus Guide-学生ハンドブック-に、表 3-1-2「卒

業に必要な最低修得単位数」を示し、周知している。 

 

■山口学芸大学学則 

（卒業の要件） 

第 42 条 本学を卒業するためには、第 11 条に規定する修業年限以上在学し、所定の授業科目

を履修し、124 単位以上を修得しなければならない。 

 

（卒業の認定） 

第 43 条 学長は、所定の修業年限を終え、別表 1 に掲げる単位数に従い、前条に規定する単

位以上修得した者について、卒業を認定する。 

 

（学位の授与） 

第 44 条 学長は、前条で卒業を認定された者に学士（教育学）の学位を授与する。  

 

■山口学芸大学履修方法に関する規程（履修方法） 

第 7 条 卒業資格を得るには、本学に 4 年以上在籍し、必修科目及び別表第１に示す最低単位

数を、各科目群についてそれぞれ修得しなければならない。 

２ 前項の修得単位数のほか、他専攻の授業科目を履修して修得した単位数は、50 単位を上

限として、卒業要件単位に算入することができる。 

 

■山口学芸大学大学院学則 

（課程の修了要件）  

第 23 条 本大学院を修了するためには、第 12 条に定める修業年限以上在学し、30 単位以上

を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、第 14 条に規定する課程の目的に応じ、研究科

の行う学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することと

する。ただし、在学期間に関しては、研究科委員会が、優れた研究業績を上げたと認めた場合

は、1 年以上在学すれば足りるものとする。  

 

（学位論文及び最終試験）  
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第 24 条 最終試験は、学位論文又は特定の課題についての研究成果を中心としてこれに関連

ある授業科目について行うものとする。 

２ 学位論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験の合格、不合格は、研究

科委員会の意見を聴いて、学長が決定する。  

３ 審査の方法は、研究科において定める。  

 

（学位の授与） 

 第 25 条 学長は、前条で合格した者には、修士の学位を授与する。 

 

 

 また、本学では、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、中学校教諭一種免許状

（英語）、高等学校教諭一種免許状（英語）、特別支援学校教諭一種免許状（知・肢・病）、保

育士資格等、多様な教職課程や資格取得の課程があり、複数免許・資格が取得できることか

ら、学生の過剰な履修登録を防ぎ、各教職課程の学修量を確保し、学びの充実を図る意味で、

1 年間での取得単位数の上限を原則 60 単位と規定するとともに、2-2 で述べたように、学生

部教務課、学部・学科支援室と、学部教務担当教員、チューターが連携・協力して、それぞ

れの立場で、各課程で修得すべき単位数の学生への周知を徹底することに努めている。また、

履修登録の際にも、取得したい免許、資格の確認を徹底している。 

 

表 3-1-2 卒業に必要な最低修得単位数 

 科 目 群 最低修得単位数 

初 

等 

幼 

児 

教 

育 

専 

攻 

 

教 

養 

科 

目 

社会科学 2 単位以上 

「音楽概論」、「美術概論」を含む 20 単

位以上 

人文科学 2 単位以上 

自然科学 2 単位以上 

芸術文化 4 単位以上 

体  育 2 単位以上 

専 

門 

科 

目 

学 科 目 
「教職概論（小）」、「教育原論（幼・小）」、「教育心理学（小）」、

「特別支援教育総論（幼・小）」を含む 65 単位以上 

子ども学 
「子ども基礎演習」、「子ども実地研究」、「子ども表現実践演習」

を含む 8 単位以上 

芸術表現 「ピアノ奏法Ⅰ」を含む 10 単位以上 

ゼミナール 「卒業研究」4 単位 

教育実習  

実践演習  

保育実習  

修得単位数の合計 124 単位以上 

 

 科 目 群 最低修得単位数 

中 

等 

教 

養 

社会科学 2 単位以上 「音楽概論」、「美術概論」を含む 20 単

位以上 人文科学 2 単位以上 
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教 

育 

専 

攻 

 

科 

目 

自然科学 2 単位以上 

芸術文化 4 単位以上 

体  育 2 単位以上 

専 

門 

科 

目 

学 科 目 
「教職概論（中・高）」、「教育原論（中・高）」、「教育心理学（中・

高）」、「特別支援教育総論（中・高）」を含む 65 単位以上 

子ども学  

芸術表現  

ゼミナール 「卒業研究」4 単位 

教育実習  

実践演習  

保育実習  

修得単位数の合計 124 単位以上 

 

このように、本学は、ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認

定基準、修了認定基準等を明確に策定・公表し、周知を徹底している。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

1．単位認定基準、成績評価基準及び進級基準の厳正な適用 

単位の認定は、「講義概要」において事前に基準を公表した上で、授業担当者が 3-1-②の 1

で記載の基準に基づき、決定している。令和元年度の成績評価状況は、表 3-1-3 のとおりで

ある。 

また、進級については、3-1-②の 2 で記載の基準に基づき決定している。 

表 3-1-3 令和元年度成績評価状況          

専攻別 初等幼児教育学科 中等教育専攻 教育学科計 

学生数 312 人 30 人 342 人 

Ｓ 25.8％ 22.4％ 25.5％ 

Ａ 45.3％ 38.7％ 44.7％ 

Ｂ 22.4％ 24.1％ 22.5％ 

Ｃ 5.8％ 6.7％ 5.9％ 

Ｄ 0.7％ 8.1％ 1.4％ 

平均点 82.9 点 81.5 点 82.8 点 

※「学生数」は、当該年度の前期末退学者数を除く 

 

2．卒業認定基準、修了認定基準の厳正な適用 

卒業・修了判定は、学則第 43 条及び院学則第 23 条に則り、学生部教務課が資料を作成

し、教授会及び研究科委員会の意見を聴いて学長が決定している。 

 

3．学年暦の作成 

学年暦は、各部署からの情報を集約・調整の上、教授会の意見を聴いて学長が決定してお
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り、策定過程・審議手続きは適切である。また、その内容に沿って適正に運用している。各

学期の授業週は 18 週を目途に確保し、授業実施回数（試験を除き 15 回）は適正に行ってい

る。 

以上により、本学、本学大学院ともに、単位認定基準、成績評価基準、卒業認定基準、修

了認定基準等は、厳正かつ適正に運用されている。 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は教員養成大学であり、学生自身もこれまで同一の目的に向かって相互に協力・協

働しながら学修成果を上げてきた。しかし、年々教職課程や資格取得課程が充実し、取得

可能な免許・資格の組み合わせが多様化している。学生は、個々のニーズに応じた主体的

な学修が必要となり、また、自らの教育課程・教職課程の学修を自分で正しく把握し、コ

ントロールする必要性がこれまで以上に高まっている。引き続き、各専攻の卒業及び免許・

資格取得に必要な単位についての指導を徹底する。 

履修登録単位数については、適正な単位数に向けて検討を進める。 

 

基準項目 3－2 教育課程及び教授方法 

１．評価の視点 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

２．自己判定 

基準項目 3-2【教育課程及び教授方法】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

本学は、「建学の精神」、「教育理念」、「教育目的」に基づき、大学、学部の教育研究・人材

育成上の目的を「学則」に定めており、その目的の達成のため、カリキュラム・ポリシーを

定めている。ディプロマ・ポリシーの定める「基盤的学士力」と「教育学部において定める

資質・能力」を、4 年間の学びをとおして学生が修得できるようカリキュラム・ポリシーを

策定している。 

 

■山口学芸大学 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）  

本学では、「教養科目」と「専門科目」によってカリキュラムを編成します。「教養科目」で

は、豊かな人間性と格調高い人格を有するために、「芸術文化」等の多様な科目群を設置しま

す。「専門科目」では各専攻に合わせた特色ある科目群を設置します。 

1．教育内容 

(1) 初等幼児教育専攻 

・教育者・保育者としての人間的資質と高度な専門的知識を修得する科目群（学科目） 

・子どもの成長と発達の連続性を理解し、実践を通して子どもと関わる資質を修得する科目群
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（子ども学） 

・教育・保育に必要な豊かな芸術表現力、並びに芸術の素晴らしさや可能性を子どもたちに伝

える力を修得する科目群（芸術表現） 

・学問的体系に基づく専門的知識、論理的思考力と分析力を修得する科目群（ゼミナール） 

・乳幼児、児童生徒と関わる中で課題を見出し、実践する意欲と教育者・保育者としての資質

を修得するための科目群（教育実習・保育実習・実践演習） 

(2) 中等教育専攻 

・教育者としての人間的資質と高度な専門的知識を修得する科目群（学科目） 

・児童や生徒の成長と発達の連続性を理解し、実践を通して児童や生徒と関わる資質を修得す

る科目群（子ども学） 

・学問的体系に基づく専門的知識、論理的思考力と分析力を修得する科目群（ゼミナール） 

・生徒と関わる中で課題を見出し、実践する意欲と教育者としての資質を修得するための科目

群（教育実習・実践演習） 

2. 教育方法 

  教育者・保育者としての資質の修得を促進するために、1 年次から見学実習を取り入れま

す。小規模大学のメリットをいかし、討論、プレゼンテーション・グループワーク・ロールプ

レイングなどの機会を保障します。4 年間の学びの集大成である卒業研究については、論文執

筆提出の後、卒業研究報告会での発表を義務づけます。 

3. 評価 

  各科目の評価方法は、シラバスにおいて明確に示します。筆記試験、実技試験、レポート、

課題作品、グループ活動の貢献度などの多様な方法を含めて総合的に評価をします。さらに学

生が自らの学びの過程を振り返ることができるように評価をフィードバックさせます。 

 

■山口学芸大学大学院 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 本大学院では、以下の方針により、教育課程を編成します。 

ア 高度な学問的成果に学び教育課題に対応するべく、教育学や心理学等の科目を設置する。

（教育基盤・発達に関する研究領域） 

イ 教育実践力と芸術表現力によって教育課題に対応するべく、教育実践や芸術表現に関する

科目を設置する。（教育実践・表現に関する研究領域） 

ウ 自ら進んで研究する資質・能力を修得するべく、専門研究科目を設置する。 

 

カリキュラム・ポリシーの策定・見直しに関しては、教育学部カリキュラム検討委員会で

他のポリシーと併せて継続的に検討し、更に教育課程委員会、企画・IR 委員会において全学

的な調整を行ない、運営委員会、教授会での審議を経るなど、多くの教職員が策定のプロセ

スに関わっている。 

カリキュラム・ポリシーの周知については、学生に対しては、入学時に配布する「Campus 

Guide-学生ハンドブック-」を活用して行う。平成 27 年度までは「教育理念」と「教育目的」

のみを「Campus Guide-学生ハンドブック-」に掲載していたが、専攻制度導入を契機に専

攻ごとのカリキュラム・ポリシーを含む 3 つのポリシーの見直しを図り、平成 28 年度から

「建学の精神」、「教育理念」、「教育目的」に加えて 3 つのポリシーを掲載することにより学
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生への周知を図っている。また、学期末、学期開始時に行われるオリエンテーションにおい

ても学科主任や教務主任がカリキュラム・ポリシーについても触れ、学生への周知の徹底を

行っている。ステークホルダーである高校生、地域社会に対してはウェブサイトを通じて周

知を図っている。 

 大学院教育学研究科においても、学長のリーダーシップの下、研究科委員会の審議を経て

大学院専任教員で構成する研究科会議でカリキュラム・ポリシーの検討を重ね策定し、毎年

度見直しを継続している。 

 大学院の学生についても入学時に配布する「Campus Guide-学生ハンドブック-（大学院）」

を活用して周知している。そこには「建学の精神」、「教育理念」、「教育目的」及び「3 つの

ポリシー」が明記されており、学生への周知を図っている。 

 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

本学のカリキュラム・ポリシーは、3-1-①で述べたディプロマ・ポリシーに示された「基

盤的学士力」と「教育学部において定める資質・能力」を、4 年間の学びをとおして学生が

修得できるよう策定している。 

具体的には、豊かな人間性と格調高い人格を有するための、「教養科目」と、各専攻に合わ

せた特色ある科目群である「専門科目」との設置によって教育課程を編成している。 

教養科目には、豊かな人間性と格調高い人格を有する人材の養成のために、「芸術文化」等

の多様な科目群を設置し、専門科目は「学科目」、「子ども学」、「芸術表現」、「ゼミナール」、

「教育実習」、「保育実習」、「実践演習」で構成している。これらの科目群に配した科目を履

修することによって、ディプロマ・ポリシーに掲げる 4 つの基盤的学士力と 5 つの資質、知

識、技能を身につけることができる。 

大学院教育学研究科では、ディプロマ・ポリシーに示した資質・能力を養成するため、(1)

教育基盤・発達に関する研究領域の科目群、(2) 教育実践・表現に関する研究領域の科目群、

(3) 自ら進んで研究する資質・能力を修得するための専門研究の科目群の３科目群で教育課

程を編成するカリキュラム・ポリシーを策定している。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

本学及び大学院教育学研究科は、カリキュラム・ポリシーに基づいて、教育課程を専攻ご

と、研究領域ごとに体系的に編成している。また、カリキュラムマップとナンバリング・シ

ステムにより、教職員はもとより、学生が、卒業までの教育課程を体系的に捉え、履修計画・

履修指導を容易に行なえるよう工夫している。表 3-2-1、表 3-2-2、表 3-2-3 に示すとおり、

学則第１条に規定する「広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、豊かな教

養と人間性を備えた教育者の育成並びに社会の発展に寄与する」ことの実現に向けて定めた

ディプロマ・ポリシーに基づく教育課程を体系的に編成している。 

なお、表は専門教育のみであり、各専攻に共通の教養教育については 3-2-④に記載する。 
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表 3-2-1 山口学芸大学教育学科 初等幼児教育専攻科目群 

科目群名称 説       明 

学科目 

教育者・保育者としての人間的資質と高度な専門的知識を

修得する科目群 

「教職概論(小)」「教育原論(幼・小)」「教育心理学(小)」「特

別支援教育総論」を含む 65 単位以上(卒業要件最低修得単

位数) 

子ども学 

子どもの成長と発達の連続性を理解し、実践を通して子ど

もと関わる資質を修得する科目群 

「子ども基礎演習」「子ども実地研究」「子ども表現実践演

習」を含む 8 単位以上 

芸術表現 

教育・保育に必要な豊かな芸術表現力、並びに芸術の素晴ら

しさや可能性を子どもたちに伝える力を修得する科目群 

「ピアノ奏法Ⅰ」を含む 10 単位以上 

ゼミナール 

学問的体系に基づく専門的知識、論理的思考力と分析力を

修得する科目群 

「卒業研究」4 単位 

教育実習・保育実習・実践演習 
乳幼児、児童生徒と関わる中で課題を見出し、実践する意欲

と教育者・保育者としての資質を修得するための科目群 

 

表 3-2-2 山口学芸大学教育学科 中等教育専攻科目群 

科目群名称 説       明 

学科目 

教育者としての人間的資質と高度な専門的知識を修得する

科目群 

「教職概論(中・高)」「教育原論(中・高)」「教育心理学(中・

高)」「特別支援教育総論」を含む 65 単位以上 

子ども学 

児童や生徒の成長と発達の連続性を理解し、実践を通して

児童や生徒と関わる資質を修得する科目群 

「子ども基礎演習」「子ども実地研究」「子どもと福祉」の 3

科目（6 単位）が選択科目  

ゼミナール 

学問的体系に基づく専門的知識、論理的思考力と分析力を

修得する科目群 

「卒業研究」4 単位 

教育実習・実践演習 
生徒と関わる中で課題を見出し、実践する意欲と教育者と

しての資質を修得する科目群 
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表 3-2-3 山口学芸大学大学院教育学研究科 科目群 

研究領域 説       明 

 

 

教

育

学

研

究

科

目 

 

 

 

教育基盤・発達に関する研究領域 

 

高度な学問的成果に学びつつ、子どもや学校教育

の現代的課題を研究する科目群 

広い学問的視野を形成し、学界における議論にも

触れることで自らの課題に対して自ら取り組むこ

とができる技能を修得する。 

14 科目のうちから「教育原論特論」と「教育心理

学特論」を含む 4 科目以上を履修。 

教育実践・表現に関する研究領域 

幼稚園における活動、小学校における授業につい

ての深い分析、音楽や造形等の芸術表現について

の深い分析を行うとともに、子どもや学校教育の

課題に対応しうる実践について研究する科目群 

全科目を選択科目とし、11 科目の内から 4 科目以

上を履修 

専門研究科目 

自ら進んで研究する資質・能力を修得する科目群 

ものごとを客観的にとらえ、問題を分析し、仮説を

提示し、確かなデータに基づきながら自分の結論

を導き出すという研究方法について学ぶ 

教育特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの 4 科目から構成さ

れ、全科目必修 

合計 15 科目以上、30 単位以上履修 
残りの 3 科目以上は、教育学研究科目の 2 つの領

域から自由に選択 

 

 また、講義概要（シラバス）には、以下の項目を用意し、授業科目ごとの達成目標、授業

内容、事前事後学習の内容、授業時間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等を明示

している。平成 30 年度に記載内容の検討を行い、授業科目ごとの達成目標とディプロマ・

ポリシーとの相互関係をフォーマットとして示し、令和元年度版の講義概要（シラバス）は、

学生にとってより理解しやすい形とした。 

 

■講義概要（シラバス）の項目 

 

・科目名 

・開講学科、コース、担当者名 

・開講時期 

・ナンバリングコード 

・卒業要件、免許・資格との関係 

・授業のテーマ 

・授業の概要 

・達成目標とディプロマ・ポリシーとの関係 
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・履修条件・注意事項 

・授業計画（15 回の具体的な内容と達成目標との関係） 

・アクティブ・ラーニングの形態 

・成績評価基準（評価の方法と基準） 

・フィードバックの方法 

・時間外学習について（予習、復習の内容とかける時間） 

・教材にかかわる情報（テキスト、参考書、参考資料） 

・担当者からのメッセージ等 

 

 

 本学では、複数免許資格の取得を希望する学生の過剰な履修登録を防ぎ、各教職課程の学

修量を確保し、学びの充実を図る意味で、1 年間での取得単位数の上限を原則 60 単位と規定

している。教育学部においては、保育者・教員養成において、複数の資格・免許を取得する

ことを可能としているため、単位の上限を高く設定せざるを得ない現状がある。しかし、学

生の主体的な学習を促すこと、十分な学習時間を確保すること、単位制度の実質を保つこと

などが必要であり、平成 30 年度には、GPA を利用した取得単位数の制限や追加、あるいは学

年ごとの取得単位上限設定など、制度の見直しについての具体的な検討を開始した。カリキ

ュラム等検討委員会では、複数の免許を取得させている他大学の状況も参考にしながら、検

討を重ね、教務委員会に諮り、令和 2 年度の改定をめざす予定である。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

専門分野の枠を超えて共通に求められる知識や思考などの修得に主体的に取り組む基本

的態度を養い、現代の教育が置かれている社会の情報化、国際化、あるいは、生涯学習社会

における教育のあり方について多様な側面から深く理解するための知識や技能の修得を目

的として教養教育を実施している。 

教養教育については、カリキュラム等検討委員会で検討を行っている。本学のディプロマ・

ポリシーに掲げる「基盤的学士力」の修得のために、「知識理解」、「汎用的能力」、「態度・志

向性」、「総合的な学習経験と創造的思考力」を基本に教養教育を行っている。 

平成 24 年度に私立大学教育研究活性化設備整備事業に応募し、「芸術を基盤とした教育」

という理念と学生ニーズ調査に基づく事業計画であることが評価され、文部科学省より助成

を受けて楽器等の設備充実を図った。平成 25 年度には、それまでの教養科目に「器楽アン

サンブル（吹奏楽）」と「器楽アンサンブル（邦楽）」を加えた。 

 平成 30 年度の教養科目の一覧を表 3-2-4 に示す。 

 

表 3-2-4 平成 30 年度 教育学科教養科目 

科 目 区 分 科   目  名 

教
養
科
目 

社会科学（2 単位以上） 日本国憲法、教育と社会、心理学 

人文科学（2 単位以上） 

哲学、文学、日本語コミュニケーション、英語コミュニ

ケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語Ⅰ、英

語Ⅱ、ドイツ語、語学・異文化海外研修 
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自然科学（2 単位以上） 情報処理、自然科学 

 

芸術文化（4 単位以上） 

児童文学、音楽概論（必修）、美術概論（必修）、音楽コ

ミュニケーション、器楽アンサンブル（吹奏楽）、器楽ア

ンサンブル（邦楽） 

体育（2 単位） 体育＜実技＞、体育＜講義＞ 

 20 単位以上  

以上のとおり、本学の教育課程は、教養科目、専門科目ともに、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシーに沿って体系的に構成し、教育目的の実現にかなうものとなってお

り、教職員全体で共有、実践している。 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

本学は「芸術を基盤とした教育」を教育理念に掲げ、その深化、発展のための理論的で体

系化した研究を行う。さらに、幼児児童生徒の教育における芸術の役割に関する研究、感性

や表現の育ちを中心にした幼児児童生徒の発達に関する研究、子どもの健全な環境としての

児童文化の研究を行い、研究の成果を本学の教育に還元し、幼児児童生徒に対して、芸術を

基盤とする教育を実践できる教育者、保育者の養成に生かしている。 

特に、教育学部教育学科初等幼児教育専攻のカリキュラムについては、音楽・美術のカリ

キュラムを多く設定している。ほとんどの教室にピアノを設置しており、美術作品は展示ホ

ール及び展示室に展示するスペースを設けるなど、芸術的な環境を整えている。これらの芸

術科目を教員同士の連携の下で段階的に実施し、感性を尊重し、表現技術や指導方法などに

より学生の学びを高めている。 

音楽系科目については、歌唱・器楽・身体表現・鑑賞等教科の内容に関する「幼児音楽Ⅰ」、

「幼児音楽Ⅱ」、「初等音楽Ⅰ」、「初等音楽Ⅱ」、「合奏編曲法」、「わらべうたと地域文化」の

6 科目、また、音楽指導の展開に不可欠の鍵盤演奏能力を養う「ピアノ奏法Ⅰ」、「ピアノ奏

法Ⅱ」、「即興伴奏法Ⅰ」、「即興伴奏法Ⅱ」、「鍵盤即興法Ⅰ」、「鍵盤即興法Ⅱ」、「鍵盤表現研

究Ⅰ」、「鍵盤表現研究Ⅱ」、「子どもとリトミックⅠ」、「子どもとリトミックⅡ」の 10 科目

を設定している。音楽指導力を養う科目として「保育内容の指導法・音楽表現Ⅰ」、「保育内

容の指導法・音楽表現Ⅱ」、「音楽科教育法」を設け、取得する免許状・資格に応じて選択可

能としている。 

 美術系科目については、描く・つくる等教科の内容に関する科目として「幼児造形Ⅰ」、

「幼児造形Ⅱ」、「図画工作Ⅰ」、「図画工作Ⅱ」の 4 科目、また，造形・図画工作指導力を養

う科目として「保育内容の指導法・造形表現Ⅰ」、「保育内容の指導法・造形表現Ⅱ」、「図画

工作科教育法」を設定している。さらに、美術に関する教養を身につけ、深く美術表現につ

いて理解する「美術概論」、「造形演習」、「造形研究」を設けている。 

 以上の芸術科目の充実及び担当教員相互の緻密な連携により、芸術教育を理論的、実践的

に研究し、体系化、深化していくことで初等幼児教育専攻の学習効果を向上させている。 

「子ども学」では、1 年次に「子ども基礎演習」、「子ども表現実践演習」において自分が

考え、表現したことを他者と共有すること、学習・調査研究に必要な基礎的知識・技能を修

得することを目指す。また、幼稚園、小学校、保育所、福祉施設における見学，ボランティ

ア活動をとおして、子どもが生活し、学び・育つ場所を知る。 

 2 年次の「子ども実地研究」や「子どもと福祉」では、子どもが生活し、学び・育つ環境
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を対象にしたフィールド・ワーク、観察、見学等をとおして得られた知見について考察・分

析し、効果的に発表する方法を学ぶ。 

 3 年次では「子ども基礎演習」、「子ども表現実践演習」、「子ども実地研究」等を含むそれ

までの学習を踏まえ、子どもとその環境を捉える多様な視点や方法を、教育・保育現場での

実践を踏まえながら学ぶと同時に卒業論文で取り組む自己の研究課題を探る。そのための科

目として「子どもと教育」、「子どもと芸術表現Ⅰ」、「子どもと芸術表現Ⅱ」を設定している。

これらの科目は、総合的な学習と教育現場の課題を十分理解した上で卒業研究に取り組むこ

とを意図して設定したものである。4 年次では、「子どもの心理と保育」を設定している。 

「子ども学」の「子ども基礎演習」、「子ども実地研究」、「子ども表現実践演習」は初等幼児

教育専攻の卒業必修科目とし、その他の 5 科目のうち 2 科目以上を選択することとしてい

る。 

 以上のとおり、「子ども学」から卒業研究に至る一連の学修をとおして、卒業後の教育・保

育の現場において直面する諸課題を、子どもとそれを取りまく歴史的社会的状況の現実に即

して捉え、他者と協同しながら解決するという教育者・保育者として今後求められる高度な

専門性を身につけることができる。 

本学では、「芸術を基盤とする教育」を特色として幅広い知識と深い教養を修得する「教養

科目」と、特色ある教育者、保育者養成を目指した「専門科目」によりカリキュラムを編成

している。また、高いコミュニケーション能力と表現力を修得するため少人数でクラスを編

成し、グループワークやプレゼンテーションなどを取り入れた授業を実施している。 

加えて中等教育専攻のカリキュラムについては、1 年次では、中学・高校に関する基本的

な知識と、英語コミュニケーション力を身につける科目、2 年次では、海外研修に関する科

目や英語の専門科目、3 年次及び 4 年次では、英語で授業ができる実践力や表現力を高める

科目や教育実習、英語教育に関する研究を深める科目を設定し、4 年間で段階的に英語によ

る授業ができる教員養成の工夫をしている。 

また、1 年間の取得単位の上限を超えない範囲であれば、他専攻履修として各専攻とも他

校種の科目、あるいは特別支援の科目を履修することを可能としており、小中連携教育や特

別支援教育の充実も図れる教育課程としている。(卒業単位として認められるのは、50 単位

まで) 

教員の指導力向上にあたっては、アクティブ・ラーニングや ICT 教育の導入に向けた FD・

SD 研修会を実施している。さらに、教員間の相互授業参観・相互評価を行うことでそれら

の浸透、深化にも全学的に取り組んでいる。 

 本学では、教育目的達成のための教員の指導力向上の取り組みの一環として、「FD 委員会

活動（授業参観）」を行っている。専任教員間で授業参観を実施、相互に意見交換を行い、教

授方法の改善やより効果的なアクティブ・ラーニングの導入を進めている。意見交換後は、

「授業参観報告書」を FD・SD 委員長へ提出させている。また、アクティブ・ラーニングや

授業改善のための「FD・SD 委員会活動（FD・SD 研修会）」を年に数回実施している。さ

らに、各期末にマークシート式の授業に関するアンケートを実施している。実施後は担当教

員へ集計結果が示される。これを基に担当教員は、担当科目の「授業改善報告書」を作成し、

期限内に学生部教務課へ提出している。 
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４．3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

FD・SD 委員会と学生部教務課との連携をさらに強化し、上記の「教員相互の授業参観、

相互評価」と学生部教務課が取りまとめた「授業改善報告書」をリンクさせて、FD・SD 研

修会で紹介したり、教務課が運営委員会や教授会等で行ってきた「授業に関するアンケート」

結果の報告を、FD・SD 研修会において具体的な分析も踏まえて実施したりするなど、教職

協働の下、新たな教育課題の解決に向けた具体的な教授方法の向上と、日常的な授業改善を

教職協働により工夫し、深めるよう努める。 

 基準項目 3－3 学修成果の点検・評価 

１．評価の視点 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフ

ィードバック 

２．自己判定 

基準項目 3－3【学修成果の点検・評価】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

本学では、ディプロマ・ポリシーに示された資質・能力が身についているかどうかを学修

成果として測定しており、学修成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する方法を

アセスメント・ポリシーに定め、測定を行っている。 

 

■学修成果の評価に関する方針（アセスメント・ポリシー） 

 

「アセスメント・ポリシー」とは、学修成果の評価について、その目的、達成すべき水準、具体的実施

方法などについて定めた学内の方針です。 

山口学芸大学では、3 つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシ

ー）に基づき、機関レベル（大学）、教育課程レベル（学部・学科・専攻・コース）、授業科目レベルの 3

段階で学修成果等を査定する方法を定めています。 

 

 具体的実施方法 

 入学段階 

アドミッション・ポリシー 

を満たすかどうかの検証 

在学中（単位認定） 

カリキュラム・ポリシーに則って学

修が進められているかどうかの検

証 

卒業時（卒業後） 

ディプロマ・ポリシーを満たす人材

になったかどうかの検証 

機
関
レ
ベ
ル 

○各種入学試験 

○調査書等の記載内容 

○面接等 

○退学率  

○進級率 

○休学率 

○学生生活アンケート 

・学生生活に関すること（クラブ活

動等） 

・学修に関すること（学修時間等） 

○学位授与数 

○卒業率・退学率 

○就職率 

○専門領域への就職率及び進学

率 

○学生生活アンケート（満足度） 

○卒業生へのアンケート調査 
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教
育
課
程
レ
ベ
ル 

○各種入学試験 

○面接等 

○GPA  

○単位取得状況 

○授業アンケート 

○履修カルテに基づく面談 

○学生生活アンケート 

・学生生活に関すること（クラブ活

動等） 

・学修に関すること（学修時間等） 

○GPA  

○単位取得状況 

○資格・免許の取得率・取得者数 

○教員採用試験の合格率・合格

者数 

○専門領域への就職率 

○学生生活アンケート（満足度） 

○卒業生へのアンケート調査 

授
業
科
目
レ
ベ
ル 

 ○授業科目の到達目標に対する

評価 

○授業アンケート 

 

 

 

 

本学では、キャンパスを共有する山口芸術短期大学との合同組織である教務委員会と FD・

SD 委員会が主体となり、3 つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とそ

の運用に取り組んできた。 

 

1．「授業に関するアンケート」の実施 

本学では、平成 19 年度から毎年、前期・後期の２回、「授業に関するアンケート」を全学

的に実施している。平成 27 年度までは、毎回、全授業科目を対象に実施してきたが、学生

の負担軽減や形骸化の防止のため、平成 28 年度からは 2 年間で全科目を実施することとし

た。シラバスには、3 つのポリシーを踏まえた授業テーマや達成目標が表記されているが、

このアンケート結果は、その達成度を測る指標の一つになっている。 

質問項目は、学生の授業への取り組み姿勢に関する項目と教員の授業の内容等に関する項

目、自由記述欄の構成としている。質問項目は、毎年教務委員会で検討し、集計結果を継続

的に考察しており、経年的変化を見る観点から、大幅な変更は行っていない。 

実施方法は、授業時にアンケート用紙を配布し、その場で学生が記入して回収しており、

回収率は 100％に近い。 

集計は、学生部教務課で大学全体の集計と各授業科目の集計を行う。大学全体の集計結果

及び考察については、運営委員会、教授会で報告し、ウェブサイトで公開している。各授業

科目のアンケート結果は、全体結果と併せて担当教員に返却する。学生は図書館で閲覧する

ことができる。平成 30 年度には、大学教育の質的転換の観点から運用方法について見直し

を行い、アンケートにおいて項目別で高評価を得た授業科目を提示し、FD・SD 活動として

実施している相互授業参観の参考にしている。 

 

2. 学生生活に関するアンケートの実施 

 2 年生と 4 年生の全員を対象に、学生部学生課を中心に「学生生活に関するアンケート」

を実施している。これにより学生の食生活、アルバイト、課外活動、体調管理、施設や行事

に対する満足度、大学に対する満足度、要望を把握している。 
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3．「授業時間外の学修に関する調査」の実施 

 本学では、新たに平成 29 年度から、学生に対する学修支援や教育支援の参考資料とする

ために、学生部教務課で学内、学外それぞれの、授業時間外の学修時間等を調査し、授業に

関するアンケートの結果とともに教授会で報告している。 

 

4．GPA 制度の導入 

 本学では、平成 29 年度に GPA 制度の規程を制定し、本格的に制度の運用を開始した。

GPA は、学業成績をはかる指標としてチューターの学修指導や退学勧告等の参考資料のほ

かに各種奨学生、本学特待生、学長表彰の選考等に活用している。 

 

5．資格取得状況等の調査結果の活用 

 本学では、3-3-②の 1(2)に記載の資格取得状況や進路決定状況等の結果を教授会で報告し、

学修成果との関連や課題等について検討している。 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

1．修学状況、資格取得状況、進路決定状況等の周知・共有 

(1)  修学状況の周知・共有 

 修学状況については、毎月開催される学部会議で、チューターや教科担当、ゼミ担当から、

学生の動静について報告が行われている。学部会議には、学部・学科支援室員も参加し、学

生の修学状況について確認・共有している。共有された情報に基づいて教職員が協力して当

該学生の指導に当たる体制を確立している。 

(2)  資格取得状況、進路決定状況等の周知・共有 

 学生の資格取得状況は学生部教務課で一元管理し、必要に応じて学部教員も確認ができる

体制を整えており、教授会でも報告している。 

 進路決定状況等は、教授会で報告し、個別の具体的な状況については、学部会議で就職支

援室、教職支援室、保育職支援室、各支援室の担当教員から詳細に報告され、全教職員で情

報共有している。また、ウェブサイトで公表している。 

 

2．「授業に関するアンケート」結果のフィードバックと活用 

(1)  授業に関するアンケートの全学的な実施と結果のフィードバックについて 

 本学では、毎年、前期、後期に学生の授業に関するアンケートを実施している。授業に関

するアンケートの質問事項は、毎年教務委員会で検討し、継続的に集計結果を考察している。

アンケートでは、学生の授業へ取り組む姿勢や、教員の授業方法の工夫、学生からの要望等

を集計する。集計方法は、大学全体の集計と各授業科目の集計を行い、担当教員に返却し、

その結果を受けて、教員が授業改善を工夫しコメントを提出する。なお、アンケート結果は、

図書館で閲覧でき、授業改善に関する教員からのコメントは次の学期に説明するようにして

いる。 

(2)  授業改善報告書の作成と活用 

アンケート結果を受け取った教員は、それらの結果を踏まえ、3 つのポリシーの実現に
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向けた授業改善報告書を全員が作成し、教務課に提出する。授業改善報告書は、①現状の

説明（授業を行った際の気づき）、②問題点（アンケート結果と比して見えてきたもの）、

③改善の方策（次回以降、授業へ反映させたい点）の 3 項目で構成している。 

教員は、自由記述の記載事項も含め、次学期に教員から学生に説明し、授業改善に生か

している。 

 

3．「学生生活に関するアンケート」結果のフィードバックと活用 

「学生生活に関するアンケート」の結果は集計を行い、運営委員会、教授会、学部会議を

通して全教員に配布し、学生指導及び学修環境の充実のための資料として活用している。 

 

４.3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、建学の精神・教育の理念・教育の目的に基づき、ディプロマ・ポリシーに示す能

力を修得させるための教育を行っている。学生が卒業までに獲得することが期待される知

識・技能・態度などの能力を学生により分かりやすく伝えるため、「学修成果」として明示す

ることを検討する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 学生による「授業に関するアンケート」に対して、授業改善報告書の記載を義務付けてい

るが、この報告書の活用が不十分である。また、図書館での閲覧について、学生・教員に周

知する必要がある。「3－2 の改善・向上方策（将来計画）」で記載のとおり、今後、FD 研修

で、改善点の共有を図りたい。 

3 つのポリシーを踏まえた学修成果の点検を行うためには、学生の学修成果の評価につい

て、その目的、達成すべき質的水準、評価の実施方法などについて全学的な方針を定める必

要があり、平成 30 年度にアセスメント・ポリシーを策定した。今後は、アセスメント・ポリ

シーの実質的な活用に向け、PDCA を回して検討する必要がある。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーを策定し、それを身につけた者に対して、学

位を授与している。そのために、単位認定及び卒業認定基準を学生に明示し、厳正に対処

している。一方、大学は、学生の将来と深く関わっており、その意味から、本学の教職課

程や資格取得課程を充実させている。そのため、効率よく取得するカリキュラム編成が大

きな意味を持つ。複数の免許資格を希望する学生の単位取得を叶えるためには、教育課程

の体系的編成が大切であり、カリキュラムマップやナンバリングシステムの工夫が必要で

ある。特に、「芸術を基盤とした教育」の展開を特色としている本学は、多様化した教育課

程の中でどう位置付けていくか、教育内容及び方法を検討する段階にある。 

以上のことから基準３を満たしていると評価する。 
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基準４ 教員・職員 

基準項目 4－1 教学マネジメントの機能性 

１．評価の視点 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確

立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

２．自己判定 

基準項目 4－1【教学マネジメントの機能性】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確立・

発揮 

「山口学芸大学学長選考規程」第 4 条において、「学長は、学校法人宇部学園の運営方針

を踏まえ、大学運営全般に指導力を発揮する能力を有し、学長としての職務を行える者でな

ければならない」と規定している。また、「山口学芸大学就業規則」第 3 条第 2 項において

学長は、「大学の運営が円滑かつ活発に行われるために業務全般を統括し、所属職員を指導

監督し、所属の施設設備を管理する責任を負う」と規定しており、大学を統括・運営にあた

る学長の権限と責任を明確に定めている。 

学長は学内の委員会において委員長を務めるなど多岐にわたる職務であるため、学長企画

室がマネジメントする、企画・IR 委員会により学長を補佐する体制を整えている。企画・IR

委員会の業務は、「山口学芸大学、山口芸術短期大学企画・IR 委員会規則」第 2 条において、

「（1）大学の運営に関する事項等について、全学的な意思統一及び課題解決のための調整を

行う、（2）委員会の業務に関連するデータを収集・蓄積し、情報の共有を図る」と規定して

いる。 

令和元年度には、専任の学生部長を採用し、学長補佐体制を強化した。 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

本学は、学則第 9 条に基づき、教授会を置いている。本学の教育上の意思決定は、「山口

学芸大学教授会規程」に基づき行われており、その権限と責任は明確である。教授会の運営

は、学長及び教授に加え、「山口学芸大学教授会規程」第 2 条第 2 項により准教授その他の

職員が参加している。教授会は、学長主宰の下に毎月 1 回開催し、教授会規程第 3 条第 1 項

各号に規定する審議事項に基づく議事案件により審議している。教員人事を行う教授会は、

学長及び教授のみの構成とし、事務部次長、学生部次長、及び事務課長が陪席している。ま

た、学則第 8 条に基づき、運営委員会を置いている。運営委員会は、「山口学芸大学及び山

口芸術短期大学運営委員会規程」に基づき運営している。大学運営の基本方針及び教育・人

事・研究等を審議する運営委員会は、理事会と大学運営の連携を図るための役割を果たして

いる。理事長が指名した学長、学生部次長、学部長、学科主任、学生部各課長、事務部次長、

事務部各課長で構成し、毎月１回開催している。各部署の責任者が出席することにより、議

事案件の責任を明確化にし、各部署で適切に業務運営を遂行している。 

現在、本学では副学長を置いていないが、「学校法人宇部学園組織規程」第 6 条において、
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副学長の職務内容を明確に示しており、学長がリーダーシップを発揮するための補佐制度を

整備している。 

教授会の審議事項は、「山口学芸大学教授会規程」第 3 条に定めるとともに、学校教育法

第 93 条第 2 項第 3 号に基づく教授会に意見を聴くことが必要な教学に関する重要事項につ

いても、「山口学芸大学教授会規程」第 3 条第 3 項に定め、それらを審議し、学長は、その

意見をふまえて意思決定を行い、業務を指揮・執行している。 

学長は、「山口学芸大学教授会規程」を改正する都度、教授会の構成員に詳細（教授会など

に意見を聴くことを必要とする教育研究に関する重要な事項等）を説明し、周知している。 

  

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

本学は、「山口学芸大学及び山口芸術短期大学事務組織規則」（以下「事務組織規則」）によ

り、各部署の所管業務、事務分掌及び職務の権限を明確にし、大学として一体化した組織体

制をとり、適切な人員の確保と配置を行なっている。  

学生部を中心に教職協働による教学マネジメント体制を整備し、役割の明確化とマネジメ

ントの機能強化を推進している。 

さらに、学内の各種委員会には、専任の職員だけでなく、学部から専任教員が委員として

加わり、それぞれの立場から意見を述べるとともに、協議内容を学部会議等で報告するなど、

教職協働体制のもと、教育活動を充実させる取り組みを実施している。 

 

４．4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 大学を取り巻く環境の変化を把握し、適正な教学マネジメントとして機能しているか点検

し、学長のリーダーシップの下で、全学的な教学マネジメント体制の強化を推進する。 

 

基準項目 4－2 教員の配置・職能開発等 

１．評価の視点 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

２．自己判定 

基準項目 4－2【教員の配置・職能開発等】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

現在、本学は 1 学部 1 学科（教育学部教育学科）の体制であるが、教育学科は保育士・幼

稚園教諭・小学校教諭を養成する初等幼児教育専攻と中学・高等学校英語教諭を養成する中

等教育専攻がある。教育学部教育学科として大学設置基準上必要な教員のほかに、保育士養

成施設の教育課程、幼稚園教諭養成教職課程、小学校教諭養成教職課程、中学校・高等学校

教諭（英語）養成課程、及び特別支援学校教諭教職課程に必要な教職科目担当教員、並びに

教科科目担当教員を配置している。 

教育学部教育学科は、入学定員 70 人（収容定員 300 人）で、専任教員数 22 人（教授 15

人、准教授 4 人、講師 3 人）の教員組織を編制しており、表 4-2-1 のとおり大学設置基準に
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定めるところの必要な専任教員数及び教授数を満たしている。 

 

教員の採用に当たっては、大学設置基準（第 14〜16 条）、「山口学芸大学就業規則」及び

「山口学芸大学職員採用規程」に基づき、本学の「教員資格審査基準内規」に則り、求める

教員の資質を勘案して候補者を選定し、学長が教授会で意見を聴き適任と判断した者を理事

長に推薦し、理事長が採用を決定する。昇任については、学部長が学長に推薦し、教授会で

審査し、学長が適任と判断した者を理事長に推薦し、理事長が決定する。平成 30 年度に制

定した「山口学芸大学及び山口芸術短期大学教員評価規程」により教員が行う諸活動も考慮

して人事評価に反映している。 

 

表 4-2-1 教員数（令和元年度） 

学 科 等 名 

専任教員数 大学設置基準 

教

授 

准

教

授 

講

師 

合

計 

学 部 の 種 類 

及 び 規 模 に 

応 じ 定 め る 

専 任 教 員 数 

〔イ〕 

大 学 全 体 の 

収 容 定 員 に 

応 じ 定 め る 

専 任 教 員 数 

〔ロ〕 

 

〔 イ 〕 、 〔 ロ 〕 に 

必 要 な教 授 数 

教育学部教育学科 15 4 3 22 8  4 

〔ロ〕      6 3 

（合 計） 15 4 3 22 14 7 

 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と

効果的な実施 

併設短期大学との合同組織として FD・SD 委員会を設置している。FD・SD 委員会の企

画の下で年に 2～4 回程度、学内又は外部講師を招いた講演やワークショップ等による FD・

SD 研修会を開催している。平成 29 年度から SD 研修が義務化されたことに伴い、FD・SD

研修会として、全教職員対象の研修会を開催している。  

過去 3 年間に学内で実施された FD・SD 研修会は表 4-2-2 のとおりである。 

 

表 4-2-2 FD・SD 研修会の実施状況  

年度 回 テーマ 講師／ゲスト 出席者数 

平
成
29
年
度 

1 FD･SD 研修会「教育研究に係る学内研修会」 佐田洋一郎（山口大学教授） 19 人 

2 
FD･SD 研修会「芸術表現学科の改革」 原田 剛（芸術表現学科） 

金澤裕美子（芸術表現学科） 
32 人 

3 
FD･SD 研修会「教職課程のコアカリキュラ

ムについて」 

坂越正樹（広島大学教授） 
40 人程度 

4 
FD･SD 研修会「アクティブラーニングにお

ける諸問題の解決方法を探る」 

森 朋子（関西大学教授） 

中井俊樹（愛媛大学教授） 
6 人 

5 
FD･SD 研修会「経営改善計画等研修会」 松本和正（法人事務局長） 

吉村晋佑（事務部事務課） 
35 人 
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6 
FD･SD 研修会「高大接続改革における入試

改革・大学に必要な視点とは－」 

延原範昭（株式会社進研アド） 
39 人 

7 
FD･SD 研修会「大学の魅力づくりと授業改

善」 

松村納央子（教育学部教育学科） 

川野哲也（教育学部教育学科） 

59 人 

(非常勤講師 15人) 

平
成
30
年
度 

1 
FD・SD研修会「大学教育とアクセシビリティ」 山本幹夫（広島大学准教授） 

鍋山祥子（山口大学教授） 
10 人 

2 
FD・SD研修会「教育研究に係る学内研修会（こ

れだけは知っておきたい著作権）」 

小川明子（山口大学特命准教授） 
26 人 

3 
FD・SD研修会「アセスメント・ポリシーにつ

いて」 

佐藤智明（保育学科教授） 

岩中貴裕（教育学科教授） 
62 人 

4 
FD・SD 研修会「コーチング＆カウンセリング

実践ビギナー講習会」 

小林洋平（愛知みずほ大学非常勤講

師） 
10 人（学外 4 名） 

5 
FD・SD 研修会「学修成果と内部質保証及びシ

ラバス作成について」 

佐藤智明（保育学科教授） 
42 人 

6 
FD 研修会「学生と考える大学授業のあり方」 短大：学生 6 人、教職員 4 人 

学芸：学生 7 人、教職員 3 人 
20 人 

7 
FD・SD 研修会「大学教育の充実を目指して・

ポートフォリオからシラバス作成まで」 

岩中貴裕（教育学科教授） 

川野哲也（教育学科准教授） 

54 人 

(非常勤講師 15人) 

令
和
元
年
度 

1 

FD・SD研修会「教育方針と学生の学修成果」

【7/12】 

二木寛夫（理事長） 

三池秀敏（学長） 

森下嘉昭（保育学科准教授） 

山本朗登（保育学科准教授） 

長田和美（芸術表現学科講師） 

中山愛理（企画連携課） 

57 人 

2 
FD・SD研修会「研究倫理教育の設計と実践」

【12/13】 

小林幸人（日本工学教育協会技術者

倫理調査研究委員会副委員長） 
34 人 

3 

大学リークやまぐちFD・SD研修会「地域と共

に育てる～北九州市立大学の取組事例から

～」山口県立大学開催【2/18】 

見舘好隆（北九州市立大学地域戦略

研究所教授） 1 人 

4 

FD・SD 研修会「ハラスメント・サイバー犯罪

講習会」【2/3,2/10】 

野澤徹（山口県警山口南警察署巡査

部長） 

教職員：30 人 

学生： 

2/3 113 人 

2/10 240 人 

5 

FD･SD 研修会「職業人養成のための大学教

育のあり方」【2/25】 

坂本久美子（教育学部教授） 

山本朗登（保育学科准教授） 

尾﨑敬子（芸術表現学科教授） 

50 人（非常勤講師

10 人含む） 

6 
FD 研修会「学生と考える大学授業のあり方」

（学生 FD）【1/30,1/31,2/10】 

短大：学生 9 人、教職員 13 人 

学芸：学生 6 人、教職員 3 人 

 

31 人 
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7 
FDSD ワークショップ「山口未来創生人材

（YFL）育成プログラムによる学習成果」 

尾山貢（富山大学特命准教授） 

林透（山口大学准教授） 

人見英里（山口県立大学） 

坂本勲（徳山大学教授） 

1 人 

 

以上の研修会に加えて、毎年 4 月に「新任教職員研修」を併設短期大学と合同で開催し

ている。また、教員間の相互授業参観を行い、授業改善の工夫・開発につなげる取り組み

を行っている。令和元年度には、15 件の実施報告があった。  

  

４．4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 教育目的及び教育課程に則した教員の採用においては、本学の教育事情に応じて適切に行

っており、引き続きバランスのとれた年齢構成の教員体制の構築に努める。また、平成 30 年

度から開始した教員評価を継続して行う。 

FD・SD 委員会は、教員間の相互授業参観を活発にするため、毎年、各教員に参観可能な

授業・日時の報告を求める等、教員間への周知に努める。また、学生部教務課が年 2 回「授

業に関するアンケート」を実施し、学生からの意見によっては、「授業改善報告書」を提出す

ることとしているが、FD・SD 委員会との連携を強化し、さらなる資質の向上に努める必要

がある。 

 

基準項目 4－3 職員の研修 

１．評価の視点 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

２．自己判定 

基準項目 4－3【職員の研修】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上へ

の取組み 

併設短期大学との合同組織として FD・SD 委員会を設置している。FD・SD 委員会の企

画の下で年に 2～4 回程度、学内又は外部講師を招いての講演やワークショップ等による研

修会を開催している。平成 29 年度から SD 研修が義務化されたことに伴い、FD・SD 研修

会として、全教職員対象の研修会を開催している。過去 3 年間に学内で実施した FD・SD 研

修会は前掲（表 4-2-2）のとおりであり、その中で UNGL 加盟大学が主催するプログラムに

本学教職員も参加した。このような研修会に加えて、毎年 4 月に「新任教職員研修」を併設

短期大学との合同で開催している。 

 

４．4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

SD 研修においては、大学を取り巻く様々な事案に対応した研修を実施することにより、

職員の資質・能力の向上につなげることが求められる。このことから、SD 研修会は職員も

大学の構成員の一員として教職協働の一翼を担う意識を持たせ、FD・SD 研修会が実施する

研修に全員参加を目標とし、能力向上を目指す。 
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基準項目 4－4 研究支援 

１．評価の視点 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

２．自己判定 

基準項目 4－3【研究支援】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

本学では「山口学芸大学・山口芸術短期大学における公的研究費取扱規則」により運営・

管理に関わる責任者として、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任

者及び研究倫理教育責任者を置き、公正な研究を推進している。 

また、教員の研究環境については、以下のとおり整備している。 

 

1．個人研究室 

専任教員には、エアコン完備の研究室を整備し、貸与 PC を通じて学内 LAN 経由でネッ

ト接続も可能である。また、机、椅子、書架、更衣ロッカー、電話機、水道等を標準装備し

ている。 

2．ゼミ室（共同研究室） 

 研究室と同じ棟に、ゼミ室を設置しており、少人数のゼミや教員同士の協議、打合せ等に

使用している。 

 

3．印刷室 

 研究室を配置している棟の各階には、複合機、輪転機、裁断機等を配した印刷室を整備し

ており、随時使用可能としている。 

施設の維持管理に関しては定期点検に加え清掃業者による保全、さらには必要に応じて職

員が点検・補修等を行い、教員の研究活動を適切に支援している。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

国が示す「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（平成 19 年 2 月 5

日文部科学大臣決定、平成 26 年 2 月 18 日改正）」及び「研究活動における不正行為への対

応等に関するガイドライン（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）」を受け、学内の規程

等の見直し及び新規に整備し、適正な運用を行っている。本学の研究に関する規程は、次の

とおり定めている。 

 

山口学芸大学・山口芸術短期大学における研究者行動規範 

山口学芸大学及び山口芸術短期大学における公的研究費の使用に関する行動規範 

山口学芸大学及び山口芸術短期大学における人を対象とする研究倫理規準 

山口学芸大学・山口芸術短期大学における研究に係る取扱いに関する規程 

山口学芸大学・山口芸術短期大学における公的研究費取扱規則 
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山口学芸大学・山口芸術短期大学における公的研究費の不正使用及び研究活動の不正防止等

に関する規程 

山口学芸大学・山口芸術短期大学における公的研究費事務取扱規程 

山口学芸大学及び山口芸術短期大学における受託研究取扱規程 

山口学芸大学・山口芸術短期大学における共同研究取扱規程 

山口学芸大学及び山口芸術短期大学における外部資金受入れに係る間接経費の取扱いに関す

る規程 

山口学芸大学寄附金取扱規程 

山口学芸大学及び山口芸術短期大学における化学物質管理規程  

 

令和元年度には、研究目的を次のように制定し、明文化した。 

 

■研究目的 

それぞれの専門領域において最先端の知識を集積し、専門性を深め、学問の発展に貢献す

るとともに、新たな教育手法を開発・実践し、地域社会の発展に寄与することを目的としま

す。 

 

また、研究者が主体的かつ自律的に研究を進め、教育研究活動の健全な発展が促されるよ

う研究者に求められる規範として「山口学芸大学及び山口芸実短期大学研究者行動規範」を

定めた。併せて、これらを体系的にまとめたハンドブック「研究活動の推進・研究不正防止

ハンドブック」を作成・周知し、公正な研究の推進及び不正な研究の防止に取り組んだ。 

研究倫理教育の一環として、ｅ－ラーニングを導入し、導入初年度は受講率 88.5％である。 

公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対して、公的研究費規則に定める誓約書

の提出を求め、コンプライアンスの遵守に努めている。 

 さらに、年に 1 回、FD・SD 活動の一環で、「教育・研究に関する学内研修会」を実施し、

研究倫理の確立に努めている。 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

1．教育研究費  

 教育研究費については、教育目的を達成するために必要な額を「学校法人宇部学園寄附行

為」及び「学校法人宇部学園経理規程」により決定される予算に基づき、適切に配分してい

る。 

 予算編成は、前年度末に学部において教員から必要な物品、図書等についての要望を取り

纏める。これを基に、学長、理事長の協議を経て予算案を作成し、理事会に諮り、決定して

いる。教育に関わる研究機器、備品、消耗品については、大学の機器備品として大学が購入

し、研究室及び教室等に配置している。 

 

2．研究助成経費 

 本学は、教職員の研究活動を促進することを目的として、「山口学芸大学・芸術短期大学に

おける研究に係る取扱いに関する規程」に基づき、研究者からの申請による研究助成制度（一
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般研究助成、特別研究助成、若手研究助成、学長裁量経費）を設け、研究力の向上を図って

いる。 

 表 4-4-1 のとおり助成費の上限を定めている。 

 

表 4-4-1  研究助成 

区分 内容 助成の上限額 

一般研究助成 研究領域・担当科目に係る研究に対する助成 
80,000 円 

（150,000 円） 

特別研究助成 

研究領域・担当科目に係る研究のうち、独創性のある研究

内容・研究手法で行う研究もしくは学会等での発表に対す

る助成 

150,000 円 

（250,000 円） 

若手研究助成 39 歳以下の専任教員が行う研究に対する助成 150,000 円 

  

過去 5 年間の配分額は、表 4-4-2 のとおりである。 

 

表 4-4-2 研究助成経費配分額                     （単位：件、円）  

区分 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

件数 助成額 件数 助成額 件数 助成額 件数 助成額 件数 助成額 

一  般 5 390,000 4 520,000 3 380,000 3 300,000 3 540,000 

特  別 3 300,000 6 1,299,000 5 930,000 6 1,160,000 7 1,545,000 

若  手 1 100,000 1 180,000 1 226,000 0 0 0 0 

学長裁量 － 3 1,036,060 3 580,000 4 630,200 6 955,000 

合計 9 790,000 14 3,035,060 12 2,116,000 13 2,090,200 16 3,040,000 

 
 

3．学長裁量経費 

 学長のリーダーシップを図るため、全学的な視点から教育研究の活性化や大学運営の改善

等を目的として行う研究及び事業等に対する助成であり、採用したプロジェクト・事業に対

して、毎年度下記項目（表 4-3-3）から学長の判断で必要な経費を予算配分する。 

配分額は、表 4-4-2 のとおりである。 

 

表 4-4-3 学長裁量経費 

項     目 内       容 

教育内容・方法の改善に関するもの 
教員の職能開発等に係る調査・研究 

情報教育等の促進 

教育研究活性化に関するもの 
学校現場・地域との交流拠点の整備 

学生の海外派遣・短期留学の推進等 

教育研究環境等充実に関するもの 
研究室及び学生の学習環境等に係る整備 

学内の設備・整備 

その他学長が必要と認めるもの 
全学対象の講演会の実施 

教育及び大学運営に関する調査研究等 

 上記、研究や学会等への参加のために配分した研究費に加えて、旅費が必要な場合は、申

請により加算を可能としている。 
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4．外部資金 

4-4-②で記載したとおり、研究費に係る諸規程を整備し、科学研究費助成事業（以下「科

研費」）を含む競争的資金等の公的研究費の管理・運営体制を整えている。科研費の応募につ

いては、本学独自の研究助成に加え、学内で申請書のブラッシュアップを行い、採択率アッ

プに向けた支援を実施している。また、「山口学芸大学及び山口芸術短期大学における外部

資金受入れに係る間接経費の取扱いに関する規程」及び「山口学芸大学・山口芸術短期大学

における共同研究取扱規程」、「山口学芸大学・山口芸術短期大学における受託研究取扱規程」

も整備し、適正に執行している。外部資金の受入実績は、増加傾向にある。 

 

４．4－4 の改善・向上方策（将来計画） 

研究環境の充実を図り、研究を推進させる。 

学長裁量経費を確保し、学内研究助成制度による研究活動を推奨する。また、教育研究を

充実・高度化させるための外部資金の獲得に向けた取り組みを実施する。研究推進の取り組

みの効果を検証し、新たな制度を検討する。 

併せて、研究倫理教育も継続して行う。 

［基準 4 の自己評価］  

 大学の運営に関しては、学長がリーダーシップを発揮できるよう規程を整備している。

理事長が主宰する｢運営委員会｣、学長が主宰する｢教授会｣、｢企画・IR 委員会｣や各種学内

委員会において組織上の役割を明確化し、それぞれ機能させている。 

 教職員組織については、適切な人材の確保と配置により体制を整備し、役割を明確にし、

機能性を発揮している。 

 教育研究に関する事項については、学長自らが研究者として範を示すとともに FD・SD

研修などの研修会を定期的に開催し、教職員の資質向上を図っている。 

  教学マネジメントにおいて理事会に諮るべき重要な事項は、運営委員会を通じて調整

を図っている。 

 研究活動については、研究推進のための予算の確保及び規程の整備を行い、研究倫理教

育を継続して行っている。 

以上のことから基準４を満たしていると評価する。 
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基準５ 経営・管理と財務 

基準項目 5－1 経営の規律と誠実性 

１．評価の視点 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

２．自己判定 

基準項目 5－1【経営の規律と誠実性】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

本学園は、「学校法人宇部学園寄附行為」とこれに基づいた諸規程を整備し、高等教育機

関の設置者として社会の要請に応え得る経営を行っている。 

「学校法人宇部学園寄附行為」第12条に基づき、監事を置き、理事、評議員の職務遂行に

ついて適宜チェックを行うとともに、評議員には、企業経営者を選定し、専門的な知識と経

験を有する学内外の役員により学園経営の規律と誠実さを担保している。 

本学は、「学校法人宇部学園組織規程」により大学の組織を定め、「山口学芸大学就業規則」

及び「山口学芸大学及び山口芸術短期大学倫理規程」により教職員の倫理規範を定めている。

「山口学芸大学・山口芸術短期大学における公的研究費取扱規則」により研究の運営・管理

を適正に遂行するための責任体制を明確化するとともに、行動規範・不正防止計画により研

究倫理の遵守に努めている。また、「山口学芸大学及び山口芸術短期大学における人を対象

とする研究倫理規準」を定め、人を対象とする研究対して倫理的に適切に行っている｡ハラ

スメントに関しては、「山口学芸大学及び山口芸術短期大学ハラスメントの防止等に関する

規則」及び「山口学芸大学・山口芸術短期大学ハラスメント防止ガイドライン」を設け適切

に対応している。 

 

5-1-②使命・目的の実現への継続的努力 

本学の建学の精神である「至誠」に基づき、豊かな教養と人間性を備えた教育者・保育者

の養成並びに、社会の発展に寄与する学生を養成するために本学園の各部門において「宇部

学園経営改善計画（平成 28 年度〜32 年度）」を策定し、組織の見直し、外部資金の獲得、

教職員の採用、建物の新築・改修、施設・設備の充実等に取り組んでいる。部門ごとの経営

改善計画の内容は、PDCA サイクルを回し、課題や改善計画を含めた年次計画を策定し、本

学の使命・目的の達成に向け、不断に実践している。 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

環境保全に関しては、「宇部学園施設耐震化計画」に基づき建物改築を行い、省エネ対策

としてLED照明やペアガラス・節水型の給排水設備に更新するなど、環境に配慮した新しい

設備を採用している。また、空調設備の温度管理については、集中制御により一括調整を可

能とし省エネを推進している。さらに冷暖房の使用については学生・教職員の啓発活動を含

めた節電喚起のエコ対策を実施しており、学内のみならず地域の環境に配慮した体制を維持

している。 
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人権に対する配慮に関しては、人権侵害を防止するとともに、学生・教職員が健全で快適

なキャンパス環境の下で就学・就労する機会を保障するために「山口学芸大学及び山口芸術

短期大学ハラスメントの防止等に関する規則」及び「山口学芸大学・山口芸術短期大学ハラ

スメント防止ガイドライン」を設け適切に対応している。また、相談に応じる体制として学

内にハラスメント等人権問題に係るハラスメント相談員を配置している。 

さらに、教職員がより働きやすい職場環境を整備するため、育児休業や介護休業に係る「山

口学芸大学育児・介護休業等に関する規則」により、安心して働くことができる環境を実現

している。 

安全に対する配慮では、「危機管理基本マニュアル」を整備し、「山口学芸大学及び山口芸

術短期大学消防計画」に基づき年 1 回程度防火・防災訓練を実施している。 

また、学生の安全対策として、交通安全講話を宇部学園姉妹校である宇部中央自動車学校

との連携の下で毎年実施している。学生の個人情報保護については、「学校法人宇部学園 在

学生等の個人情報保護に関する規則」及び「山口学芸大学学生の個人情報保護に関する細則」

を定めており、個人情報を適切に保護、管理している。 

 

４．5－1 の改善・向上方策（将来計画） 

経営の規律と誠実性について、関連する法令等は遵守している。令和元年 5 月 24 日に

公布された私立学校法の一部改正を含む「学校教育法等の一部を改正する法律」に伴う、

寄附行為変更については、令和元年 12 月 17 日に理事会へ提案後、令和 2 年 2 月 18 日付

けで文部科学大臣の認可を得た。なお、一部追加変更指導があった部分については、令和

2 年 3 月 27 日に理事会決定し、3 月末現在、文部科学大臣の認可待ちである。 

今後、さらに主体性・公共性を高め、より強固な経営基盤のもと、時代の変化に対応し

た大学づくりを推進するために、令和元年 12 月に「山口学芸大学ガバナンス・コード」

を策定し、令和 2 年度には、ウェブサイト等で周知を図ることとしている。 

建学の精神に基づき、「宇部学園経営改善計画」の円滑な実行を図り、PDCAサイクルに

よる進捗管理を推し進めていくことにより、経営や教育の使命、目的の実現への取り組み

を継続して行っている。次年度には、令和3年度からの「宇部学園経営改善計画（第Ⅱ期）」

の検討を進める。 

非常事態に備え、より現実的な災害を想定した訓練を実施する。また、大規模災害、緊

急事態の発生に備え、より実用的な危機管理マニュアルを整備し学内に周知を図る。 

 

基準項目 5－2 理事会の機能 

１．評価の視点 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

２．自己判定 

基準項目 5－2【理事会の機能】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

理事会は、私立学校法に基づき、「学校法人宇部学園寄附行為」第6条に「この法人の業務

の決定は、理事をもって組織する理事会によって行なう。」と規定し、使命・目的の達成に
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向けて学園の最高意思決定機関として位置付けている。 

理事会の運営は「学校法人宇部学園寄附行為」第6条に規定し、適切に運営している。理事

会の議長は理事長をもって充て、理事総数の3分の2以上の理事の出席で成立、議事の決議は

出席した理事の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決することとしている。 

「学校法人宇部学園寄附行為」第 6 条において、法人の業務決定は理事会によって行うこ

とを定めている。理事の定数は寄附行為第 5 条で 6 人以上 8 人以内と規定しており、現員は

6 人である。学長が理事として毎回理事会に出席し、意思決定に参画している。また、監事

は、理事会に毎回出席し、理事、評議員の職務遂行について適宜チェックを行うとともに、

会計及び業務監査の結果を適宜理事会に報告している。 

予算及び事業計画については、3 月の評議員会に諮った後、同月の理事会で審議し、決定

している。また、年度途中に予算の変更が必要になった場合も同様の手順で変更の手続きを

行っている。 

 決算及び実績の報告は、監事の監査を受けた後、5 月の理事会で審議し決定し、評議員会

に報告し、意見を求めている。その他、寄附行為の変更、学則の変更等重要事項については、

理事会の議決により実施している。 

また、「学校法人宇部学園寄附行為」第 21 条に規定している事項については、理事長が、

あらかじめ評議員会で意見を聞いた後に、理事会で審議している。さらに、大学に関する理

事会提案案件は、運営委員会において事前審議の後に理事会に上程しており、理事会と大学

の業務運営上の連携を図っている。 

（3）5－2 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の使命・目的を実現するために、理事会を中心に意志決定する体制を整えている。引

き続き現行の運営形態を維持し、適切に PDCA サイクルを行うことで使命・目的を達成す

る。 

 

基準項目 5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

１．評価の視点 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

２．自己判定 

基準項目 5－3【管理運営の円滑化と相互チェック】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

本学の設置者である学校法人宇部学園は、「学校法人宇部学園寄附行為」、「学校法人宇部

学園組織規程」に基づき設置する学校を運営している。その設置校の一つの本学は「山口

学芸大学就業規則」、「山口学芸大学学則」、「山口学芸大学大学院学則」、「山口学芸大学及

び山口芸術短期大学運営委員会規程」、「山口学芸大学教授会規程」等に基づき管理運営体

制を整備している。 

   理事長は、本学の運営に関する重要事項を審議するため「運営委員会」を開催し、理事会

での意思決定が円滑に行われるよう法人と大学間の調整を図っている。以下に本学に関わ

る会議組織等の概要を示す。これらの会議は相互に連携し、適切に行っている。 
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1．理事会 

「学校法人宇部学園寄附行為」第 6 条において、法人の業務決定は理事会によって行うこ

とを定めている。理事の定数は 6 人以上 8 人以内であるが、現員は 6 人である。本学の学長

は理事として理事会に出席し、意思決定に参画している。 

予算及び事業計画については、3 月の評議員会に諮った後、同月の理事会で審議し決定を

している。 

 決算及び実績の報告は、監事の監査を受け、5 月の理事会で審議・決定し、評議員会に報

告した後、意見を求めている。その他、寄附行為の変更、学則の変更等重要事項については、

理事会の議決により実施している。 

 理事会の開催状況は次のとおりである。 

 

表 5-3-1 令和元年度 理事会の開催状況 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

5 月 26 日  5 月 30 日 （※） 5 月 29 日 （※） 

8 月 25 日  7 月 20 日  8 月 22 日  

12 月 14 日 (※) 8 月 24 日  12 月 17 日  

3 月 6 日  12 月 18 日  3 月 27 日 （※） 

3 月 29 日  3 月 29 日 （※）  

 （※）は同日に２回開催したことを示す。 

 

2．運営委員会 

本学の運営に関する重要事項（教員人事・教育・研究）を審議するため、「山口学芸大学学

則」並びに「山口学芸大学及び山口芸術短期大学運営委員会規程」に基づき、運営委員会を

設置している。 

運営委員会は、理事会と大学運営の連携を図るための役割を果たしている。また、同委員

会は理事長が指名した、学長、学生部長、学部長、学科主任、各次長、各課長及び理事長が

別に指名した者をもって構成し、毎月開催している。議長は理事長が務め、審議事項のうち

理事長が必要と認めた事項を理事会に上申している。 

 

3．教授会 

教授会は、「山口学芸大学教授会規程」に基づき、以下の事項について審議し、学長が決定

を行うに当たり意見を述べるため、原則として毎月招集している。 

ア.学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 

イ.学位の授与に関する事項 

ウ.前二項に掲げるもののほか、教育研究に関し学長が定める重要な事項  

 ・教育課程の編成に関する事項 

 ・教育職員の教育研究業績等の審査に関する事項 

 ・学生の懲戒に関する事項 

 教授会は、学長及び教授をもって構成し、准教授その他の職員も出席し、教学と管理の連
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携が適切に行われるように配慮している。出席者は、審議事項について学長の求めに応じて

意見を述べることができ、学長が決定を行うにあたり、各分野の専門的な観点から幅広く主

体的に審議を行う体制としている。 

 

4．研究科委員会 

研究科委員会は、「山口学芸大学大学院教育学研究科委員会運営規程」に基づき、以下の事

項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるため、招集している。 

ア.学生の入学、修了その他在籍に関する事項 

イ.学位の授与に関する事項 

ウ.前二号に掲げるもののほか、教育研究に関し学長が定める重要な事項 

・教育課程の編成に関する事項 

・教育職員の教育研究業績等の審査に関する事項 

・学生の懲戒に関する事項 

研究科委員会は、学長及び教授をもって構成し、准教授その他の職員も出席し、教学と管

理の連携が適切に行われるように配慮している。また、出席者は、審議事項について学長の

求めに応じて意見を述べることができ、学長が決定を行うにあたって、各分野の専門的な観

点から幅広く主体的に審議を行うことのできる体制を整えている。 

 

5．学部会議 

学部における教育研究の詳細を連絡し検討する組織として、学部会議を設置している。教

授、准教授、講師、学部・学科支援室の職員で組織し、毎月の定例開催を原則とし、各委員

会から提出のあった事項について協議するとともに、必要事項を運営委員会、教授会へ提案

する。 

 

6．研究科会議 

 本学大学院における教育研究の詳細を連絡し検討する組織として、研究科会議を設置して

いる。大学院専任の教授、准教授で組織し、毎月の定例開催を原則とし、大学院に関する事

項について協議するとともに、必要事項を運営委員会、研究科委員会へ提案する。 

 

7．各種委員会 

学内における教育活動を円滑に行うため、表 5-3-2 のとおり学内に各委員会を設置してい

る。 

 

表 5-3-2 令和元年度 学内常設委員会一覧 

企画・IR 委員会 入試委員会 

入試広報委員会 教育課程（教職課程）委員会 

教務委員会 更新講習実行委員会 

自己点検・評価委員会 自己点検・評価実施委員会 

研究推進・研究不正防止委員会 FD・SD 委員会 
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学術情報センター（図書館・情報教育支援センター）

委員会 
学生生活支援委員会 

ハラスメント防止・対策委員会 キャリア支援委員会 

教育・保育支援センター委員会 山口県保育職魅力発見セミナー実行委員会  

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

1．法人及び大学の管理運営部門による相互チェックについて 

大学から理事会への提出議案は、運営委員会及び教授会で審議し、重要事項を学長が理事

長に進達し、理事会に上程している。 

法人事務局と大学事務部門の組織は、離れた地に存在していることから、常に情報を共有

し、業務においては相互チェックする体制としている。 

 

2．監事 

監事の選任は、「学校法人宇部学園寄附行為」第12条に基づき、理事、教職員又は評議員

以外の者から理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が

2人の監事を選任している。 

監事は、理事会・評議員会に出席し、理事、評議員の職務遂行について適宜チェックを行

っている。また、監事は監査実施要領に基づいて定例として年2回、理事長に対して意見具

申し、年2回の監事監査を行っている。さらに学園内各部門の定期的な業務監査の実施や学

園担当公認会計士から学園の財務状況等について事情聴取している。 

 

3．評議員会 

評議員の定数は 13 人以上 18 人以内であるが、現員は 13 人である。 

「学校法人宇部学園寄附行為」第 21 条により、理事長は以下の事項につき、あらかじめ評

議員会の意見を聴くこととしている。 

ア.予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く）、  

 基本財産の処分、運用財産中の不動産及び積立金の管理に関する事項 

イ.事業計画 

ウ.予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項 

エ.寄附行為の変更 

オ.合併 

カ.目的たる事業の成功の不能による解散 

キ.寄附金品の募集に関する事項 

ク.剰余金の処分に関する事項 

ケ.その他、法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項 

理事長は、上記に該当する議題については、あらかじめ評議員会で意見を聴いた後に、理

事会でそれらを審議している。また、理事会で議決した決算及び実績の報告については、監

事の意見を付して評議員会に報告し意見を求めている。 

開催状況は表 5-3-3 のとおりであり、諮問機関として適切に運営している。 
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表 5-3-3 評議員会の開催状況 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 5 月 26 日  5 月 30 日  5 月 29 日 

 8 月 25 日  8 月 24 日 12 月 17 日 

12 月 14 日 12 月 18 日  3 月 27 日 

 3 月 29 日  3 月 29 日  

４．5－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 理事会や運営委員会等の各種会議・委員会を通じて法人と本学は意思疎通と連携を適切に

おこなっている。さらに監事、評議員会によるチェック機能は、有効に機能している。 

 一方、高等教育機関を取り巻く環境は大きく変化する中で、小規模大学の特色を活かし、

より一層の管理運営の円滑化を図るとともに、監事、評議員会による適切なチェックを継続

していく。 

 

基準項目 5－4 財務基盤と収支 

１．評価の視点 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

２．自己判定 

基準項目 5－4【財務基盤と収支】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

中長期的計画については、平成28年に本法人の大学、短期大学、高等学校、中学校、幼

稚園、自動車学校の各部門による宇部学園経営改善計画及び5年間の財務計画を作成し、理

事会で議決した後、教職員に説明している。 

毎年度の事業計画は、宇部学園経営改善計画及び財務計画を踏まえた予算編成方針、予算

概要に基づき、各部門においては前年度の自己点検・評価活動の取り組みについて内検討を

行い、法人本部と協議の上で事業計画及び予算案を作成している。その後、前年度3月に評

議員会を経て理事会において最終決定している。 

予算編成については、通常事業は総額で各部門の翌年度の学生数等の増減や補助金等の収

入見込を勘案した上で予算編成を行っている。予算重点事業については、重要性・緊急性を

考慮し、予算措置を行っている。 

また、教育研究施設の改修等については、「宇部学園施設耐震化計画」に則り実施してい

る。今後も財務計画においては、平成32年度まで教育活動資金収支差額、基本金組入前当年

度収支差額は安定した状態となる見通しである。 

 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

学園全体の経常収支差額は、安定した状態が続いており、収支バランスも確保されている。

なお、平成 30 年度の経営判断指標の判定は A3 となっている。この主な要因は、収入につ

いては比較的安定していること、支出については施設の耐震改築工事により施設設備経費の
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支出が増加したが、人件費の抑制等、経費削減を行った結果と推察する。安定した財務基盤

の確立のためには今後も安定した収入の確保が不可欠である。そのために学園全体をはじめ、

本学においても学生の定員確保を最重要課題としている。 

また、本学のミッションを遂行するために、外部資金の確保は重要であり、競争的資金の

獲得に向けた取り組みとして間接経費を原資とした研究補助金制度や補助金申請書のブラ

ッシュアップを行うなど組織的な活動を展開している。 

引き続き今後も経常収支バランスを確保し、5-1-②に記載の「宇部学園経営改善計画」に

掲げた目標である A 段階を維持していく計画である。 

 

４．5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

入学者数は、平成 19 年度の開学当初から平成 30 年度まで定員を充足している。今後も安

定した財務基盤の確立のためには、最も大きな収入となる「学生生徒等納付金収入」を安定

して確保することが重要である。 

そのためには、安定した財務基盤を維持し、教育力の向上、教育環境の充実、学生募集の

強化を図り、学生定員を充足させる必要がある。また、国庫補助金等の外部資金の獲得を目

指し、併せて新規の補助金獲得にも取り組む。 

経営改善に関わる経費削減目標については、「宇部学園経営改善計画」に基づき具体的な

数値目標を設定し、取り組んでいく。 

 

基準項目 5－5 会計 

１．評価の視点 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

２．自己判定 

基準項目 5－5【会計】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

日常的な出納業務は、学校法人会計基準、「学校法人宇部学園経理規程」に則り、適正な業

務を行っている。 

予算執行においては、事務部事務課において複数の担当者によるチェック及び会計システ

ムにより管理している。当初予算に計上していない重要事項となる案件の執行については、

補正予算の編成を行い、評議員会を経て、理事会での決議後執行している。 

公認会計士による監査は、毎年定期に実施され、監査時に公認会計士からの意見に対して

十分な協議を行い、適切に対応している。 

 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

監事は予算、予算の補正を審議する評議員会、理事会に出席し、必要があれば意見を述べ

る。決算についての監査は、法人事務局長、法人本部職員同席で、収支計算書、貸借対照表、

その他証拠書類に関して実施し、決算を審議する理事会でその結果を報告し、決議された決
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算を報告する評議員会においても同様の報告を行う。 

私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規程に基づく、大学部門の公認会計士による会計監

査は、2 人の公認会計士により年 2 回、各伝票、元帳、証拠書類の監査を行っている。監査

には法人事務局課長と事務部職員が立会い、公認会計士の質問に対応している。さらに監事

と公認会計士との意見交換、理事長と監事、公認会計士との意見交換の場も設定している。 

会計処理は各部署での伝票起票後、事務部事務課で予算内容に沿った経費の執行状況等を

確認しており、予算執行の管理は適切に行っている。 

さらに、平成 30 年度には起票する伝票の様式を見直し、会計処理の効率化を図り、迅速

な予算執行に努めている。 

 当初予算に計上していない重要事項となる案件の執行については、補正予算の編成を行い、

評議員会を経て、理事会での決議後執行している。 

 

４．5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

今日まで教育研究の充実に全教職員が取り組んできた結果、これまで多くの学生が希望す

る職に就いている。これをさらに継続・発展することで、継続的に安定して学生を確保し、

財務の健全性を保ちながら、教育研究費支出を増やしていく予定である。 

また、学校法人会計基準、「学校法人宇部学園経理規程」等に基づき法令等を遵守し、適正

に会計処理を行うとともに、外部研修・学内研修等を通じて、事務職員の会計知識の向上を

図る。 

さらに、監事監査、公認会計士監査との連携を強化することにより監査の有効性を高め、

より適正な会計処理が行われるように努める。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

本学園の大学、短期大学、中・高校部門の各所属長は理事であり、自動車学校の設置者

は理事長が兼務しており、理事長は緊密に理事と意見交換をすることにより、各部門の改

善に向けた意見、提案を聴くことができ、計画の達成状況の検証をすることが可能となっ

ている。理事会については、機動的な運営を図りつつも、運営の適正性・公共性を高める

ため、監事及び評議員会によるチェック機能が生かされている。 

本学は、整備された規程等に基づく学内の管理運営体制により、適正な大学運営を執 

行している。さらに、「宇部学園経営改善計画」の確実な実施のため、理事会・理事長 

の主導の下、法人各部門の担当部署で進捗管理を PDCA サイクルに基づき計画的に進め

ており、安定した財務基盤を確立し、適正な経営が可能となっている。 

以上のことから基準５を満たしていると評価する。 
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基準６ 内部質保証 

基準項目 6－1 内部質保証の組織体制 

１．評価の視点 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

２．自己判定 

基準項目 6－1【内部質保証の組織体制】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

本学は、学則において｢教育研究水準の維持向上に資するため、教育研究等の状況につい

て自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する｣と規定している。さらに、学則第 2 条第

2 項で「教育研究等の総合的な状況について認証評価機関による評価を受ける」旨も明記し

ている。 

自己点検・評価を実施するための体制として、学則第2条第3項に「自己点検及び評価に関

して必要な事項は、別に定める」として、平成19年に「山口学芸大学自己点検･評価規程」

（以下「自己点検・評価規程」）を制定し実施体制等について定めた。これにより「山口学芸

大学自己点検・評価委員会」（以下「自己点検・評価委員会」）及び「山口学芸大学自己点検・

評価実施委員会」を設置し、本学の使命・目的の達成をめざし、毎年度自己点検・評価を実

施している。また、７年以内ごとに文部科学大臣が認証する評価機関（認証評価機関）が実

施する評価を受けることが義務付けられていることから、平成23年度及び平成30年度に日本

高等教育評価機構による評価を受け、大学評価基準に適合と認定された。 

令和元年度においては、本学のこれまでの自己点検・評価活動の見直しを行い、より実効

性のある内容に改め、併せて自己点検・評価規程の改正を行った。 

自己点検・評価委員会の組織は、学長を中心として学部・学科の教員及び事務組織から各

部署の役職員で構成し、年度ごとの業務分析を行い、次年度の事業計画・予算に反映させて

いる。各部署の長で組織することにより、全学的な視野に立ち、教学、管理両部門の課題に

迅速かつ機動的に自己点検・評価を実施することができ、責任を伴った活動となっている。 

自己点検・評価報告書は、自己点検・評価委員会において事業活動の分析・評価を確認し、

その後に運営委員会、教授会を経て理事会に諮ることで法人全体の点検・評価を実施してい

る。 

 

４．6－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学の自己点検・評価は、PDCA サイクルに基づき適切に実施し、業務に反映している。

今後も自己点検・評価活動は継続して行い、内部質保証に努める。 

 

基準項目 6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

１．評価の視点 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

２．自己判定 

基準項目 6－2【内部質保証のための自己点検・評価】を満たしている。 
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３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

本学の学則第 2 条第 1 項において、教育研究水準の維持向上に資するため、教育研究等の

状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとし、また、第２項においては、

教育研究等の総合的な状況について認証評価機関による評価を受ける旨を規定している。ま

た、自己点検・評価に関する必要な事項は、自己点検・評価規程において自己点検・評価活

動の実施方法を規定している。 

毎年度の自己点検・評価活動は、各部署で当該年度の取り組みの実績・エビデンスを基に

自己点検・評価を行い、自己点検・評価委員会において全学的な点検・評価を行い、運営委

員会及び教授会を経て、理事会に上程している。また、７年以内ごとに受審する認証評価に

おいては、「大学機関別認証評価受審の手引き」により適切に対応している。 

自己点検・評価活動は、宇部学園経営改善計画、事業計画及び各部署での取り組みに対し

て PDCA サイクルに基づいた自己点検・評価を行い、その結果を次年度の事業計画に反映

させ、策定している。最終的な評価結果は 3 月末に取り纏め、運営委員会及び教授会を経て、

理事会で承認の後にウェブサイトにおいて公表している。 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

本学では、自己点検・評価を行う上で、IR 機能を活用し根拠資料を基に客観的な分析を行

うようにしている。IR については、「学長企画室」にその機能を備え、学内のデータを一元

的に把握・蓄積している。 

具体的なデータ管理としては、学生の入学から卒業までの動体データ、学生の学修活動に

関するデータ、就職・進路に関するデータ、入試に関するデータ、外部資金に関するデータ、

各種アンケート調査、施設の利用状況等のほかに本学の教育研究活動を把握するうえで必要

なデータの収集も行っている。 

 

４．6－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学では、学長企画室を設置しているが、依然として部署ごとにデータ収集・保管してい

る部分が大きく、自己点検・評価活動に必要となるデータの一元的な収集及び分析を充実さ

せる必要がある。 

また、各種データの管理、活用についても検討を進め、適切な情報公開を行う。 
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基準項目 6－3 内部質保証の機能性 

１．評価の視点 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

２．自己判定 

基準項目 6－3【内部質保証の機能性】を満たしている。 

３．自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組みの

確立とその機能性 

本学は、教育システムと 3 つのポリシーとの関連性を明確に示し、全学的な情報共有の下

で教育の改善・向上に努めている。教育の質向上を図ることを目的とし、学修成果の可視化

と査定を全学的に行うためのアセスメント・ポリシーを制定し、機関レベル、教育課程レベ

ル、科目レベルでの査定を定期的に実施している。３つのポリシー及びアセスメント・ポリ

シーは教育環境の変化に対応させ毎年度見直しを行い、内部質保証の充実を図っている。 

本学の内部質保証は、基本的に学部・研究科及び各部署における自己点検・評価をベース

にしている。学科・研究科及び担当する委員会においては、3 つのポリシーに基づく内部質

保証及び事業計画等における教育研究活動に対して PDCA サイクルを常に行い、その結果

は自己点検・評価委員会で把握している。自己点検・評価委員会が起点となり、学科・研究

科と各部署が連携し、自己点検によって発見された問題や、改善・向上方策について、組織

的に検討している。 

宇部学園経営改善計画を基に毎年度の事業計画書を作成し、それを各部署で PDCA サイ

クルに従って業務実績を把握し、自己点検・評価による改善を中長期的な経営改善計画に反

映させることで大学運営は着実に改善されている。学長が主宰する｢自己点検･評価委員会｣

及び｢教授会｣は、理事長が主宰する｢運営委員会｣と密接に関係しており検討内容が実効性の

あるものとなっている。 

 教員個々の PDCA については、「授業評価アンケート」の結果によりその分析と考察、そ

れに対するコメントを提出し学生へのフィードバックが定着している。 

 

４．6－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 大学運営の基本となる 3 つのポリシーを教育研究活動と関連づけ PDCA サイクルに基づ

いて、実施状況を定期的に点検することにより、大学運営の向上を図る。次年度以降も引き

続き組織的な PDCA サイクルを回し、内部質保証の充実に努める。 

また、IR 機能を充実させ、データの収集、調査・分析を行い、経営改善及び教職員の情報

の共有化を図る。 

［基準 6 の自己評価］ 

本学は、毎年度行う自己点検・評価活動と 7 年に一度受審する大学機関別認証評価によ

る自己点検・評価活動を実施し、これを基にした「事業計画書」、「事業報告書」の作成が

定着化している。自己点検・評価委員会により事業活動の確認及び課題抽出等を行い、運

営委員会、教授会及び理事会を経て次年度計画に反映させ、学長のリーダーシップの下、

各部署の長による機動性をもった体制により改善を進め、成果を上げてきている。 
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自己点検・評価は、根拠となる資料やデータをエビデンスとして示し、それぞれの基準

の評価・判定を行うことにより、客観性・透明性を担保している。従来、部署ごとで情報

の収集や根拠となる指標により業務を行ってきたが、全学的な基礎資料の収集・分析等を

行う部署として学長企画室を置き、学長直下の「企画・IR 委員会」を設置し全学的な課題

解決のための検討を行っている。 

自己点検・評価活動を適切に行うために、「自己点検・評価委員会」と学内各部署及び

各委員会が連携して PDCA サイクルを確実に回し、課題改善に取り組み実効性の高い仕

組みを構築している。 

さらに、活動の公開性を高めることは重要であり、年度ごとの自己点検・評価の結果及

び大学機関別認証評価結果はウェブサイトで公表しており、本学の自己点検・評価活動は

確実に実施されている。 

以上のことから基準６を満たしていると評価する。 

 


